
宋
代
商
税
考

帥
箏
・
γ
九
瓢
ぜ
　
…
三
四
號
　
　
　
六
〇
四

宋
　
代
　
商
　
税
　
考

加

藤

繁

四　三三

結　晦
　　　穐

評｝　｝汁

商

税
徴
牧
憐
聞

商

溌
潤
度
．所

（16）

商
醗
鋼
度
一
斑

商
税
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
商
入
に
野
す
る
瀧
で
あ
る
。
衆
史
食
賃
志
下
入
商
税
の
部
の
初
に
は
、
次
の
如
く
云

っ
て
居
る
。

　
　
商
税
。
凡
州
縣
糊
置
務
。
閣
鎭
亦
或
有
之
。
大
骨
専
置
官
等
臨
。
小
謡
倉
佐
兼
頷
。
諸
州
伍
令
都
監
監
押
同
掌
。

　
　
行
者
齎
賞
。
謂
之
過
粉
。
凝
望
鑓
糞
二
十
。
居
者
市
講
。
謂
之
住
貌
。
凝
望
鏡
野
三
十
。
大
約
如
此
。
然
無
定
制
。

　
　
其
名
物
。
各
憾
地
宜
葡
不
一
焉
。
行
族
齎
装
。
非
有
貨
幣
常
算
者
。
無
得
下
縫
捜
索
。
凡
販
夫
賢
婦
。
細
砕
変
易
。

　
　
霊
寺
背
幅
野
生
藥
。
及
奪
回
癌
織
練
吊
非
購
於
欝
者
。
智
勿
算
。
常
税
名
物
。
倉
有
祠
件
析
。
頒
行
天
下
。
掲
干



　
　
版
。
鐙
官
署
屋
壁
。
偉
其
遵
守
。
癒
鋒
物
貨
而
藪
藏
鷹
。
爲
官
司
所
捕
獲
。
没
其
三
之
唄
。
以
孚
界
捕
者
。
販
欝

　
　
而
不
歯
官
路
者
罪
之
。
有
官
須
者
。
十
取
其
一
。
謂
之
抽
税
。
卯

　
右
は
宋
の
商
税
制
度
の
大
綱
を
簡
明
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
そ
の
中
の
重
要
事
項
に
就
い
て
．
敷

宿
補
足
し
て
澱
か
う
。

　
右
食
貨
志
の
文
に
「
行
く
者
は
貨
を
齎
す
、
之
を
萢
税
と
謂
ふ
、
千
銭
毎
に
二
十
を
算
す
、
居
る
者
は
市
書
す
、
之

を
住
挽
と
謂
ふ
、
千
銭
毎
に
三
十
を
算
す
、
大
約
此
の
如
し
，
然
れ
ど
帯
下
無
し
」
と
あ
っ
て
、
．
商
程
に
過
税
・
住
税

の
二
種
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
居
る
。
過
税
は
「
行
く
者
は
云
云
」
と
あ
る
に
依
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
族
商
人
の

奪
と
・
ろ
の
黎
毒
し
て
奪
ら
れ
・
税
で
あ
っ
て
、
盗
雷
撃
と
・
ろ
の
霧
に
於
い
て
鰹
せ
ら
れ
・
。
σ
D

壕
務
は
堅
気
鎭
市
な
ど
各
地
方
の
大
小
都
市
に
設
け
ら
れ
、
商
人
は
通
常
幾
庭
か
の
場
務
を
通
過
し
、
從
っ
て
同
じ
物

証
に
擁
し
て
…
幾
た
び
か
過
税
を
徴
牧
せ
ら
れ
た
、
の
で
あ
る
。
呂
陶
の
常
徳
集
巷
三
奏
乞
確
名
山
等
親
塵
鶴
野
六
徳
澤
亦

不
閾
邊
備
之
費
歌
に
、
蜀
茶
官
纏
以
前
の
制
を
述
べ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ゑ

　
　
薔
例
。
住
愛
心
は
刀
鶴
里
・
文
。
｛
客
人
一
翻
税
毎
恐
山
ハ
交
紹
巾
所
一
過
…
場
弧
務
。
濾
愚
者
十
所
Q
近
心
一
ご
爾
…
慮
。
蕾
様
態
者
四
一
血
虎
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罵

　
　
む
　
　
　
ワ
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
あ
り
　
　
　
　
む
　
　
　

　
　
過
税
毎
斤
二
文
。
五
場
共
計
十
文
・
云
云
。

と
あ
る
に
依
っ
て
も
明
で
あ
る
。
而
し
て
商
人
が
過
税
を
納
め
了
れ
ば
場
面
よ
り
は
領
股
誰
を
與
へ
、
そ
の
誰
書
は
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

引
・
交
引
・
眉
引
若
し
く
は
輩
に
引
と
も
呼
ば
れ
た
σ
時
と
し
て
は
、
商
人
に
先
づ
長
引
な
る
も
の
を
輿
へ
置
き
、
通
過

　
　
　
　
｛
木
代
商
紛
仙
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簸
L
T
九
巷
　第
四
號
　
　
　
山
掛
〇
五



　
　
　
　
　
｛
木
代
嚇
閥
轄
祝
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
　
魏
観
號
　
　
　
六
〇
山
ハ

す
る
と
こ
ろ
の
場
務
に
於
い
て
一
々
過
税
を
納
め
す
し
て
或
一
個
庭
に
於
い
て
之
を
ま
と
め
て
納
付
せ
し
め
る
場
合
も

　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
っ
た
Q
帥
ち
宋
會
要
食
貨
十
七
、
商
三
三
、
天
禧
元
年
三
月
の
條
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
ロ
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
つ
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
三
司
言
、
石
州
微
落
津
路
。
商
凝
議
木
鋳
銭
。
准
例
長
長
引
Q
不
納
濃
路
税
鐸
。
至
京
師
併
計
之
Q
因
薙
爲
弊
。

　
　
頗
麟
失
課
額
、
望
許
藻
汐
牧
税
。
帝
臼
。
如
因
修
奉
賀
槻
採
数
。
飾
言
雷
門
停
罷
。
措
置
例
所
費
。
常
從
其
請
ゆ

と
あ
っ
て
、
此
時
ま
て
、
石
州
の
戴
木
の
爲
め
に
長
引
を
給
し
、
崖
路
の
場
務
に
於
い
て
過
税
を
納
め
す
、
京
師
に
至

っ
て
】
要
し
て
之
を
納
め
し
め
た
こ
と
を
傳
へ
て
居
る
Q
又
上
に
掲
げ
把
浄
業
集
の
奏
歌
の
中
に
も
、
椌
法
を
罷
め
七

三
引
の
洪
を
用
ひ
ん
こ
と
を
請
ひ
、

趾
今
既
饗
羅
綱
・
稟
問
・
第
以
印
書
・
納
舗
銭
夏
・
墨
入
情
魑
・
必
亦
叢
・
　
　
働

，
と
云
っ
て
居
る
◎
．
此
の
長
引
も
石
州
の
其
れ
と
賂
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
奏
飲
全
文
を
通
讃
し
て
理
解

せ
ら
れ
る
。
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
住
税
に
つ
い
て
は
、
食
貨
志
に
「
居
る
者
は
市
志
す
、
之
を
住
税
と
謂
ふ
」
と
あ
る
。
顧
ふ
に
往
税
は
、
都
市
に
皆

住
す
る
抄
入
郎
ち
即
時
坐
賀
又
は
素
引
と
云
っ
た
も
の
に
饗
し
て
課
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
其
れ
だ
け
で
ば

無
か
つ
だ
。
宋
會
要
、
食
貨
十
七
、
天
聖
六
年
七
月
の
條
に
、

　
　
詔
。
自
今
民
販
生
鐵
器
上
京
。
所
翠
黛
鎭
。
依
諸
雑
物
例
離
離
α
上
京
途
納
税
鏡
。
若
山
於
拳
界
縣
鎭
貨
責
。
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　

　
　
今
本
難
論
納
過
税
。
給
付
早
引
。
誓
書
到
懸
鎭
往
貰
。
劉
牧
往
税
。
薄
墨
商
人
。
密
漁
州
販
鵠
鐵
器
。
経
過
府
堺



　
　
諸
縣
。
而
無
牧
税
之
例
。
故
商
税
院
言
薦
條
約
之
。

と
あ
っ
て
、
磁
州
の
商
人
が
面
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
縣
に
至
っ
て
鐵
器
を
責
る
…
場
合
に
は
、
過
税
の
外
や
増
税
を
納
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
め
た
こ
と
を
載
せ
て
居
る
Q
住
責
と
は
他
よ
り
浬
び
來
っ
て
滞
る
こ
と
を
い
ふ
の
で
．
宋
會
要
、
天
聖
九
年
八
月
の

三
司
の
上
奏
に
も
罵
纂
劉
続
審
者
一
歳
三
と
昊
翻
雲
間
志
蜷
霧
の
條
に
は
・
住
纂
・
銭
葵
ど
い

ふ
語
が
見
え
て
居
る
。
次
に
浮
徳
集
諮
奏
爲
叢
論
先
知
彰
州
縫
三
次
論
奏
権
買
川
茶
不
便
並
條
述
今
來
利
害
事
駿
に
は

　
　
今
若
推
贋
論
難
。
置
去
椎
利
。
許
今
半
商
。
期
百
姓
蕩
無
禁
擬
。
商
族
大
段
通
行
。
秦
陳
客
人
入
川
。
随
行
平
平
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　

　
　
已
牧
一
重
税
銭
。
其
責
茶
先
牧
住
税
。
買
茶
解
語
過
税
。
期
一
歳
之
牧
。
必
数
十
萬
貫
。
云
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

と
あ
る
が
「
其
の
茶
を
由
懸
る
や
先
づ
住
税
を
股
む
、
茶
存
買
ふ
や
又
…
過
粉
を
一
牧
む
」
と
い
ふ
の
は
、
茶
園
の
主
が
茶
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

商
人
に
責
渡
す
場
合
に
は
、
そ
れ
か
ら
住
瀧
を
取
り
、
搬
入
が
茶
を
買
ひ
取
っ
て
般
運
の
途
に
上
れ
ば
又
其
れ
か
ら
過

税
を
取
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
茶
の
製
造
業
者
も
佳
税
を
負
解
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に

住
税
は
、
客
商
が
或
都
市
に
至
っ
て
物
貨
を
壷
る
時
に
も
之
を
課
せ
ら
れ
、
生
産
者
が
物
書
を
商
人
に
虫
買
渡
す
時
に
も

課
せ
ら
れ
、
而
し
て
都
市
在
住
の
商
人
も
そ
の
壷
上
高
に
準
じ
て
之
を
負
罰
し
た
こ
と
、
察
せ
ら
れ
る
。

　
食
貨
志
に
は
、
過
税
は
㌣
鏡
毎
に
二
十
を
算
し
、
住
挽
は
千
鑓
毎
に
三
十
を
算
す
る
も
の
と
し
て
居
る
が
、
此
れ
は

宋
に
至
っ
て
始
め
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
○
蕾
庚
…
書
食
貨
志
下
、
徳
宗
の
條
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
賛
蜘
趙
於
是
條
奏
。
諸
遊
要
都
響
之
所
。
皆
覧
吏
。
閲
商
人
財
貨
。
誹
銭
農
書
税
二
十
．
云
云
。

　
　
　
　
朱
代
轡
聞
祓
税
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
　
第
四
號
　
　
　
山
側
○
♪
U

聯



　
　
　
　
｛
木
代
鷹
問
綱
梶
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ナ
・
光
懇
　

弛
曙
四
號
　
　
　
山
ハ
○
八

と
あ
っ
て
、
商
入
の
購
貨
を
検
し
て
直
蚕
毎
に
二
＋
峯
税
し
た
・
と
が
見
え
て
居
・
。
文
献
黙
考
蜷
後
周
顯
鑛

五
年
の
勅
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
あ
り
　
む
　
　
む

　
　
叢
叢
州
府
。
癒
有
商
貰
興
販
牛
婦
選
。
不
義
黄
牛
水
牛
。
凡
経
過
庭
。
並
不
得
守
殿
、
如
面
面
藤
野
。
砥
遽
鯨
帯
、

　
　
の
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
　
毎
｝
千
紬
税
銭
三
十
、
不
得
別
有
進
難
。

と
あ
っ
て
、
牛
に
鎖
し
て
は
経
過
の
庭
に
於
い
て
税
を
荒
せ
す
、
責
買
の
際
、
千
丈
毎
に
三
十
文
を
視
す
べ
き
こ
と
が

見
え
る
。
牛
に
蜀
し
て
住
税
の
み
を
徴
す
る
の
は
、
其
れ
が
耕
作
に
敏
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
爲
め
で
、
自
除

の
も
の
に
は
、
恐
ら
く
過
去
住
穐
併
せ
課
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
で
あ
ら
う
。
此
等
に
依
っ
て
槻
る
仁
、
千
文
に
盗
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

税
二
十
・
住
税
三
十
を
取
∴
・
の
制
は
搭
乗
五
代
の
際
に
成
立
し
た
も
の
で
、
宋
の
朝
廷
も
夙
に
之
を
採
用
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

ら
う
Q
爾
ほ
宋
會
要
を
掘
る
と
、
太
雫
興
囲
九
年
十
月
の
條
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
　

　
　
聴
鐵
使
王
明
一
一
一
一
口
。
西
川
峡
路
長
州
商
事
。
膚
來
雑
用
銅
銭
。
其
償
不
等
Q
講
自
ム
ー
比
市
領
、
毎
一
貫
牧
住
税
三
十
。

　
　
つ
　
む
　
　
　
む

　
　
遇
税
二
十
。
從
之
Q

と
あ
っ
て
、
西
川
峡
西
二
路
に
於
い
て
債
鏡
一
貫
毎
に
住
税
三
十
文
、
過
税
二
十
丈
を
警
め
た
こ
と
が
載
っ
て
居
る
。

天
聖
こ
年
四
月
の
條
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　

　
　
在
京
商
税
誓
言
。
蕉
例
諸
色
人
。
將
叢
論
銀
器
出
　
京
誠
門
。
毎
爾
叢
叢
四
十
文
足
。
金
環
不
善
、
請
膚
今
毎
苛
税

　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　

　
　
鏡
二
百
丈
省
。
從
之
。

軸



と
あ
っ
て
、
開
封
に
於
い
て
、
銀
一
爾
に
身
振
税
鏡
四
十
文
筆
、
金
一
雨
に
付
鏡
二
百
文
字
を
徴
し
た
こ
と
が
見
え
て

居
る
。
宋
史
食
貨
志
下
五
に
は
、

　
　
康
定
元
年
。
潅
南
提
黙
刑
獄
郭
維
言
。
お
申
請
聴
入
銀
京
師
椎
貨
務
或
沙
羅
並
製
州
軍
給
券
。
受
璽
於
川
澄
。
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
O
o
　
。
。
。
。
’
。

　
　
以
折
盤
酒
歳
課
。
願
入
銭
。
二
千
當
銀
一
爾
。
詔
行
之
。

・
と
あ
っ
て
、
康
矩
元
年
、
京
師
権
貨
務
に
於
い
て
銭
二
千
文
を
銀
一
爾
に
準
じ
た
こ
と
を
傳
へ
て
居
る
が
、
此
れ
は
平

時
の
銀
の
市
上
と
見
て
宜
し
か
ら
う
。
天
聖
二
年
越
康
定
元
年
に
先
だ
つ
こ
と
十
六
年
号
あ
る
が
、
今
上
り
に
天
聖
二

年
の
翌
旦
が
康
定
の
そ
れ
と
三
襟
で
あ
っ
た
と
し
山
且
つ
其
の
二
千
文
が
足
銭
で
あ
っ
π
と
す
れ
ば
、
開
封
に
於
け
る
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

の
過
税
四
十
文
足
は
、
銀
償
の
千
分
の
二
十
と
．
爲
り
、
食
貨
志
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
過
税
の
拳
に
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
　
ω

叉
綾
資
治
通
鑑
長
編
穫
大
中
鮮
符
入
年
＋
万
己
巳
の
條
に
は
、
　
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

　
　
上
因
謂
輔
臣
日
綜
っ
中
威
準
中
。
銀
爾
八
百
、
金
五
千
。
寸
心
増
勝
途
倍
何
也
。
云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
障

と
あ
っ
て
、
大
中
鮮
平
入
年
、
金
｝
爾
の
償
銭
一
萬
文
を
途
え
た
こ
と
が
見
え
、
・
融
宗
哲
宗
頃
の
入
、
孔
子
仲
の
珊
瑛

新
集
に
は
、

　
　
今
金
爾
…
有
直
萬
者
。
云
云
。

と
あ
る
。
天
聖
二
年
の
金
債
は
詳
で
な
い
が
、
假
り
に
一
爾
に
付
銭
一
萬
文
で
あ
っ
た
と
し
、
且
つ
そ
れ
が
省
鏡
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
此
の
年
、
開
封
に
於
け
る
金
の
過
税
も
千
分
の
二
十
と
趨
る
。
さ
れ
ば
天
聖
中
開
封
の
金
銀
．
の
過
税

　
　
　
　
朱
代
商
税
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
四
號
　
　
六
〇
九



　
　
　
　
　
市
木
代
脚
陶
冊
伽
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ナ
ふ
ん
巻
　
　
箪
閃
…
號
　
　
　
山
ハ
一
〇

ば
大
膿
千
分
の
二
十
で
あ
っ
た
と
見
て
妨
げ
あ
る
ま
い
。
宋
嘗
要
、
淳
煕
七
年
三
月
二
十
二
日
の
條
に
は
、

　
　
右
正
言
葛
都
言
。
州
郡
雛
己
罷
私
澱
賭
場
。
却
増
越
視
務
期
額
。
如
湖
北
監
司
。
按
郷
州
税
銀
。
毎
爾
股
奮
流
入
文
Q

　
　
今
壇
作
四
十
八
文
Q
如
此
之
類
。
都
城
既
巳
講
罷
税
務
。
而
隣
居
以
客
族
至
都
城
。
懇
尺
別
無
他
征
。
故
塔
重
税
。

　
　
豊
不
失
陛
下
禍
利
予
民
之
意
。
翼
下
州
郡
。
総
論
來
合
議
税
銭
轡
例
。
大
書
野
幌
板
榜
。
掲
箕
配
慮
。
令
民
族
蓮

　
　
知
。
不
得
例
外
牧
取
。
云
云
。

と
あ
る
。
「
郷
広
言
銀
毎
爾
牧
盤
鏡
入
文
、
今
塘
作
四
十
八
文
、
」
の
あ
た
り
に
は
、
霊
魂
に
誤
脱
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。

特
に
毎
爾
入
文
を
牧
め
る
と
い
ふ
の
は
挙
り
に
少
な
過
ぎ
る
の
で
、
入
文
の
上
に
恐
ら
く
幾
十
と
い
ふ
文
字
が
脱
落
し

て
み
る
の
で
・
の
ー
フ
。
警
π
と
・
ろ
の
亡
骸
＋
入
文
と
い
ふ
の
を
、
湿
り
に
正
確
華
字
と
し
て
考
へ
て
畢
フ
．
倒

陳
傅
良
の
止
齋
文
集
燧
一
三
煕
末
年
に
上
っ
た
桂
陽
軍
畑
書
一
歌
に
、

　
　
ム
ー
毎
爾
…
折
銭
二
骨
ハ
ご
ご
臼
志
ハ
十
ご
マ
文
二
分
足
。
　
至
蹴
ハ
市
佑
低
一
牛
．
相
等
。

・
と
あ
っ
て
、
當
時
桂
陽
軍
に
於
い
て
銀
…
爾
…
の
干
害
が
こ
貫
三
百
六
十
三
文
除
で
あ
っ
た
こ
と
を
傳
へ
て
居
る
Q
蝦
に

淳
煕
七
年
に
於
け
る
郷
州
の
警
護
が
之
と
同
量
…
で
あ
り
、
且
つ
銀
一
爾
…
に
付
四
十
八
文
と
い
ふ
難
解
が
足
銭
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
其
の
黒
字
は
四
十
九
分
の
　
で
め
つ
て
、
五
十
分
の
一
即
ち
千
文
に
付
こ
十
文
と
い
ふ
の
と
殆
一
致
す
る

に
近
く
、
視
額
の
増
加
は
む
し
ろ
野
饗
と
云
っ
て
よ
い
こ
と
に
爲
る
。
叉
嘉
泰
呉
興
堅
巻
八
公
癖
の
條
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む

　
　
呉
興
。
初
以
愚
物
之
直
。
…
萬
遡
税
五
百
。
蓋
二
＋
而
取
一
。
歳
入
以
二
丈
揚
。
實
露
呈
二
萬
貫
。
今
征
商
五
＋



　
　
む
　
む
　
む

　
　
而
取
一
。
歳
入
則
十
倍
三
三
。
豊
浦
物
無
量
。
商
賀
之
彩
。
非
等
時
比
量
。

と
あ
っ
て
、
湖
州
に
於
い
て
、
満
っ
て
二
十
分
の
一
の
税
を
取
り
、
後
五
十
分
の
一
即
ち
千
分
の
二
十
の
税
を
取
っ
た
と

云
っ
て
居
る
が
、
此
れ
も
過
税
の
場
合
で
め
ら
う
。
果
し
て
然
ら
ば
、
湖
州
で
は
、
早
帰
末
期
に
千
文
に
付
二
十
の
税
傘
を

用
ひ
つ
、
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
浮
心
集
巻
三
黙
認
椎
名
画
等
三
論
総
懸
廣
三
遷
云
々
状
に
は
、
前
に
も
引
用
し
た
如
く
、

　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
し
　
ぬ
　
ヘ
　
へ

　
　
堅
調
。
増
税
毎
斤
六
野
Q
客
人
買
出
Q
欝
欝
帽
子
六
文
Q
爾
瀟
瀟
得
ニ
ナ
五
萬
貫
。
所
丁
場
務
Q
地
者
十
虞
。
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　

　
　
者
三
爾
腱
。
再
遠
者
四
五
虞
。
過
税
毎
斤
牧
こ
文
。
町
場
共
計
十
交
。

と
あ
る
が
、
此
れ
に
依
れ
ば
、
住
税
過
税
の
外
、
別
に
翻
税
と
い
ふ
も
の
が
納
め
ら
れ
、
住
税
と
過
熱
と
の
割
合
も
三

辛
あ
っ
て
肇
書
合
致
し
な
い
。
而
し
て
薄
塗
宵
は
纂
の
磯
を
述
べ
て
、
　
　
　
飼

　
　
三
三
三
者
。
毎
斤
三
百
。
賎
者
三
二
十
交
。

と
云
っ
て
居
る
か
ら
、
右
の
住
税
・
過
税
の
数
は
、
貴
き
者
の
場
合
で
は
五
，
十
分
の
一
並
に
百
五
十
分
の
一
と
爲
り
、

最
も
碧
き
者
の
場
合
で
は
十
分
の
三
重
に
十
分
の
一
と
爲
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
千
文
に
付
図
税
三
十
、
過
税
二

十
と
い
ふ
事
は
各
地
一
律
に
画
嚢
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
さ
れ
ば
こ
そ
宋
史
食
貨
志
に
も
「
然
無
定
量
」
と
云
っ
た

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
南
北
宋
を
通
じ
て
標
準
税
峯
と
せ
ら
れ
、
此
に
準
煙
し
た
地
方
も
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は

上
の
事
例
に
依
っ
て
も
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
　
・

　
各
路
の
税
務
に
於
い
て
は
、
標
準
税
拳
と
市
儂
と
を
参
酌
し
て
、
物
貨
の
一
鞭
位
に
白
し
て
實
際
納
付
す
べ
き
視
銭

　
　
　
　
、
宋
暗
晦
瓢
桃
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
■
九
巷
　
　
餓
が
四
［
雛
例
　
　
山
留
兎
一
㍊



　
　
　
　
｛
木
代
商
税
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欝
十
・
九
巻
　
　
第
陽
號
　
　
　
山
側
一
二

の
数
を
定
め
た
や
う
で
あ
る
。
塗
れ
は
上
に
掲
げ
た
如
く
、
金
銀
の
税
が
爾
毎
に
定
め
ら
れ
、
茶
の
税
が
強
風
に
定
め

ら
れ
、
又
宋
會
要
、
開
實
六
年
七
月
の
條
に
廣
南
に
於
け
る
米
の
商
税
が
石
器
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に
依
っ
て
も

窺
は
れ
る
Q
省
ほ
、
會
要
、
崇
寧
五
年
九
月
十
七
目
の
詔
に
は
、

　
　
命
戸
部
軸
索
天
下
税
務
。
膚
今
日
以
前
五
年
内
所
牧
税
銭
雷
名
件
歴
。
掛
官
肴
詳
。
墾
酌
女
物
名
件
。
税
銭
多
寡
α

　
　
立
爲
中
刷
Q
頒
下
輩
路
。
造
難
詰
榜
。
十
年
一
易
Q
永
遠
遵
守
Q
外
庭
培
名
額
。
及
多
牧
税
銭
。
並
以
違
制
論
。

　
　
云
云
。

と
あ
っ
て
、
戸
部
を
し
て
天
下
の
各
税
務
に
於
い
て
誤
税
す
べ
き
商
品
の
名
件
及
び
工
銭
を
整
理
改
定
せ
し
め
、
爾
後

＋
年
曾
之
を
改
む
べ
き
…
を
述
べ
て
居
る
。
客
観
ハ
葦
＋
月
三
＋
日
の
條
に
も
　
　
　
偶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
詔
。
倫
爾
愚
僧
西
都
縛
帯
。
諸
路
縛
運
司
Q
取
索
磁
路
影
干
男
物
測
例
。
膿
野
市
償
屠
損
Q
務
令
適
中
。
彷
將
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
色
税
務
合
牧
税
銭
則
例
。
大
字
榜
示
。
使
客
族
通
知
。
今
後
仰
福
野
官
。
禁
牢
年
一
次
。
再
認
膿
燕
市
償
。
依
此

　
　
増
損
施
行
。

と
あ
っ
て
、
諸
軍
に
命
じ
、
牢
年
毎
に
心
急
を
調
査
し
て
税
銭
則
例
を
定
め
し
め
る
こ
と
が
見
え
て
居
る
。
叢
に
税
銭

多
寡
と
云
ひ
、
税
銭
幕
無
と
云
ふ
の
は
、
一
…
の
商
晶
に
聾
す
る
税
銭
で
、
そ
れ
は
一
定
の
贈
位
に
鋭
し
て
酌
定
さ
れ

た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
譲
。

　
次
に
、
食
貨
志
の
文
に
は
「
其
の
名
物
、
各
地
宜
に
随
ひ
て
一
な
ら
す
」
と
述
べ
て
居
る
が
、
交
書
蓮
考
蜷
｝
勢
権



考
一
、
商
税
の
部
に
は
駆

　
　
關
市
之
征
。
凡
苦
難
什
器
香
藥
簑
貨
羊
磁
Q
民
間
典
責
荘
田
店
宅
馬
牛
騙
螺
棄
馳
α
及
商
人
販
露
盤
。
皆
算
。

と
云
ひ
、
宋
會
要
食
賞
十
七
、
淳
化
五
年
の
條
に
も
、
略
同
様
の
記
述
が
見
え
て
居
る
。
蓋
、
商
税
科
徴
の
目
的
と
な
る

も
の
は
、
地
方
に
よ
っ
て
多
少
相
蓮
す
る
け
れ
ど
も
、
其
の
最
も
主
な
る
も
の
は
、
布
畠
什
器
香
藥
寳
亡
羊
饒
並
に
荘
田

空
襲
馬
牛
駿
螺
豪
勢
及
び
皿
盛
の
類
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
荘
田
店
野
馬
牛
騒
騨
嚢
馳
は
典
論
難
買
の
際
、
屋
税
を

課
せ
ら
れ
、
其
の
際
併
せ
て
主
税
を
も
徴
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
民
間
典
貞
と
い
ふ
こ
と
を
冠
し
た
の
で
あ

っ
て
、
此
の
中
馬
牛
鵬
螺
等
は
典
喪
の
際
の
み
な
ら
す
、
運
途
の
途
上
過
税
を
徴
堕
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
畑
島
什
器
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

ど
と
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
り
什
器
の
中
に
函
架
・
漆
器
・
竹
木
器
・
鐵
中
等
の
含
ま
れ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
θ

が
、
鐵
器
の
一
種
で
あ
る
と
こ
ろ
の
農
器
は
、
大
申
鮮
符
六
年
、
一
半
其
の
商
税
を
免
除
ぜ
ら
れ
た
。
此
れ
は
、
宋
會

要
、
同
年
七
月
の
條
に
、

　
　
忌
日
。
關
市
之
征
。
所
以
禁
末
業
。
編
纂
之
利
Q
所
以
足
力
耕
。
豊
於
稼
黒
米
中
。
亦
心
経
算
之
利
。
自
今
諸
路

　
　
州
軍
農
事
。
並
免
細
螺
。
初
日
豪
州
呂
夷
総
懸
。
請
免
河
北
農
器
之
税
。
帝
日
Q
務
韓
紅
耕
。
古
之
道
也
。
豊
猫

　
　
河
北
哉
。
故
有
是
詔
Q
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

と
あ
る
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
。
但
し
其
の
後
此
の
令
が
裁
撤
せ
ら
れ
農
器
に
も
諜
税
す
る
を
原
則
と
す
る
や
う
に
爲
つ

π
こ
と
は
、
同
、
紹
興
五
年
閏
二
月
五
日
の
條
に
、
揚
州
に
於
い
て
一
年
間
特
に
農
具
其
他
の
税
を
免
す
る
こ
と
を
載

　
　
　
　
宋
代
簡
単
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
九
谷
第
四
號
．
六
一
三



　
　
　
　
宋
代
商
税
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
第
四
號
　
六
｝
燃

せ
、
隆
興
二
年
十
二
月
八
日
の
徳
義
に
も
、
認
識
湖
北
地
方
よ
り
残
破
州
縣
に
持
ち
運
ば
れ
る
鷲
…
織
農
具
其
他
の
税
を

．
一
年
間
免
除
す
る
こ
と
を
載
せ
た
こ
と
に
依
っ
て
窺
は
れ
る
。
寳
貨
は
、
珠
玉
肉
畜
並
に
金
銀
の
類
を
意
味
す
る
。
、
金

銀
に
商
貌
の
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
上
文
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
、
撮
要
、
天
聖
二
年
四
月
の
條
、
淳
煕
七
年
三
月
二
十

三
日
の
條
、
並
に
紹
興
三
十
二
年
六
月
十
三
疑
の
赦
文
等
に
依
っ
て
明
で
あ
る
。
因
み
に
い
ふ
、
磐
代
に
於
い
て
は
、

商
買
の
絡
銭
に
は
課
税
し
な
か
っ
た
。
さ
れ
ば
、
愚
案
、
天
聖
六
年
十
二
月
二
十
一
日
の
條
に
も

　
　
臣
僚
上
言
。
有
乞
税
銭
陪
者
。
帝
口
Q
貨
泉
之
利
。
仰
書
流
布
Q
而
税
及
之
。
爲
暴
騰
尖
Q
不
可
施
行
。

と
あ
り
、
乾
滋
六
年
正
月
十
ゴ
、
…
田
の
詔
に
も
、

沿
江
諸
郡
欝
．
今
後
欝
所
蕩
貨
．
如
黒
鍵
藁
蕎
鑑
．
警
違
法
牧
馨
。
鑑
識
越
訴
つ
監
三
三

　
　
劾
。
云
云
。

と
見
9
え
て
居
る
。

「
術
ほ
、
上
に
掲
げ
だ
文
献
通
考
の
文
の
絡
に
「
商
養
鯉
茶
盤
云
云
」
と
あ
る
が
、
此
れ
は
人
民
隠
家
用
の
も
の
を
除

き
、
主
と
し
て
商
人
の
販
祝
す
る
華
甲
に
調
し
て
課
税
す
る
こ
と
を
謂
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
會
要
、
大
中
上
子
二
年

六
月
の
詔
な
ど
に
も
そ
の
意
味
が
示
さ
れ
て
居
る
。
但
し
會
要
、
乾
道
六
年
正
月
十
三
日
の
詔
に
は
、
上
文
に
引
用
し

た
如
く
沿
江
諸
郡
の
軍
場
に
三
塁
て
商
買
の
号
す
る
と
こ
ろ
の
茶
盤
か
ら
税
を
埋
め
る
こ
と
が
申
禁
せ
繁
れ
て
居
り
、

又
淳
熈
十
年
二
月
二
十
入
日
の
條
に
も
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
准
西
総
領
韓
彦
極
言
。
、
頻
年
以
來
。
江
上
諸
州
。
皆
以
重
征
爲
務
。
公
然
牧
蔵
米
挽
。
乞
嚴
行
禁
約
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
潅
盛
の
税
を
禁
止
し
て
居
る
か
ら
、
密
宗
の
時
に
は
商
頁
の
販
運
す
る
昏
怠
に
甥
し
て
も
誤
慌
し
な
い
こ

と
～
爲
つ
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。

　
鍛
物
と
商
税
と
の
陶
器
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
し
て
鐙
か
う
。
宋
濃
墨
、
乾
徳
四
年
七
月
．
の
條
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
詔
劒
南
道
。
慮
傭
三
日
。
有
以
來
米
獅
牧
算
者
。
罷
之
。

と
あ
っ
て
、
劒
語
意
を
牧
め
て
後
、
米
麺
の
穐
銭
を
罷
め
た
こ
と
を
載
せ
て
居
る
。
淳
化
二
年
十
月
の
條
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
江
南
漕
運
司
言
。
郷
州
盤
例
。
盛
米
鍛
門
。
皆
牧
税
銭
。
詔
。
自
今
民
器
階
解
斗
。
及
買
官
盤
出
門
。
並
牛
牧

税
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

と
あ
り
、
天
聖
二
ご
年
入
月
の
條
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
欝
欝
員
外
郎
盛
京
言
。
萬
州
民
賞
鵠
餅
斗
。
商
税
務
牧
納
税
鑓
。
縁
村
民
刀
耕
火
種
。
所
穫
不
多
。
望
激
暑
税
鏡
。

　
　
帝
日
。
麹
つ
中
宜
亟
依
所
請
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
踊

と
あ
り
、
郷
壷
鐙
州
に
於
い
て
穀
物
の
商
税
を
免
除
し
た
こ
と
を
載
せ
、
爾
ほ
之
に
類
解
し
た
事
例
が
幾
つ
か
見
え
て

居
乃
。
、
叉
威
李
三
年
六
月
の
條
に
は
、

　
－
詔
以
荊
州
湖
銀
食
。
命
桂
州
巳
北
。
勿
禁
人
商
販
糧
鮒
Q
傍
燭
其
征
算
。

と
め
る
が
、
此
れ
は
飢
鮭
の
爲
め
、
　
一
時
商
税
を
免
除
し
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
此
等
に
依
れ
ば
國
初
以
來
地
方
的
に
は

　
　
　
　
み
木
代
商
州
祝
考
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
　
第
㎎
【
擁
　
　
　
山
掛
一
五



　
　
　
　
宋
代
商
税
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箪
十
九
巻
策
四
號
　
六
一
六

穀
物
の
税
を
除
き
も
し
た
け
れ
ど
も
、
　
一
般
に
は
之
を
上
牧
し
、
唯
だ
飢
饒
等
の
場
合
に
一
時
之
を
免
除
し
た
も
の
と

考
へ
ら
れ
る
Q
更
に
會
要
を
槻
る
に
、
崇
寧
五
年
九
月
十
七
臼
の
詔
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
命
戸
部
取
索
天
下
税
務
。
自
今
日
以
前
五
年
内
所
牧
税
銭
座
名
件
歴
。
差
官
看
詳
。
鶴
申
其
民
間
柴
増
量
璽
衣
服

　
　
　
　
　
む
　
む
ロ
　
む
　
む

　
　
之
類
。
與
免
牧
税
。
勿
各
駅
得
願
力
堅
塁
。
候
立
心
界
。
仰
三
省
看
詑
。
領
降
施
行
ρ
先
自
京
畿
輔
以
及
天
下
。

と
あ
っ
て
、
米
其
他
日
用
品
の
商
粉
を
免
じ
、
京
畿
よ
り
し
て
天
下
に
及
ば
ん
と
の
意
を
示
し
て
居
る
が
、
十
分
に
施

行
さ
れ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
會
要
に
η
〈
臼
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
七
月
六
日
め
瑠
櫻
臣
僚
言
。
乞
申
命
有
司
。
心
裏
間
食
用
米
。
並
與
免
穐
。
從
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
孟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
十
五
年
券
面
八
月
十
三
臼
。
上
宣
宰
臣
日
。
験
謂
天
下
並
物
。
有
不
鴬
税
藩
下
多
。
如
中
米
柴
麺
之
類
是
也
。
檜

　
　
　
　
　
～
／

　
、
奏
日
、
如
去
歳
漸
中
難
事
。
陛
下
A
ド
不
牧
米
税
。
故
江
西
諸
藩
。
客
史
劇
來
Q
所
全
活
者
。
不
可
戦
勝
。

　
　
十
七
年
鱒
紹
正
月
二
十
五
日
。
戸
部
言
。
依
準
聖
旨
Q
息
遣
劉
駆
込
鎭
務
。
違
法
増
牧
税
銭
。
並
や
腕
和
触
。
昨

　
　
　
　
　
藍
’

　
　
降
指
揮
。
並
免
験
粉
。
訪
聞
経
過
税
務
Q
爾
牧
力
勝
税
銭
。
甚
非
朝
廷
寛
民
之
意
。
云
云
。

　
此
れ
に
依
っ
て
、
紹
興
十
四
年
よ
り
十
七
年
に
亙
り
、
藩
命
を
降
し
て
米
の
商
税
を
免
除
し
、
そ
の
徹
底
に
努
力
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
而
し
て
淳
煕
二
年
十
月
二
十
五
日
、
中
書
門
下
の
言
に
、

　
　
む
　
む
　
　
　
む

　
　
客
販
米
鮒
。
依
法
不
合
牧
山
。
累
降
指
揮
約
束
。
不
得
妄
作
名
色
敵
節
。
云
云
Q

と
あ
り
、
慶
元
元
年
正
月
十
九
日
の
爾
書
省
の
言
に
、

（2S）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ご
　
　
　
む
　
む

　
　
紹
煕
五
年
七
月
無
理
。
令
沿
流
州
縣
關
津
税
務
。
豊
漁
客
船
販
細
米
創
。
與
依
條
免
税
。
防
轡
屋
力
勝
銭
。
帥
不
得

　
　
別
作
名
色
。
妄
有
遜
阻
。
如
有
違
戻
、
仰
逐
歯
軸
司
。
切
切
根
球
施
行
。
云
云
Q

と
あ
る
を
槻
れ
ば
、
鞍
壷
免
税
の
制
は
爾
來
殆
南
宋
の
世
を
絡
は
る
ま
で
綴
綾
さ
れ
た
こ
と
が
窺
は
れ
る
。
爾
ほ
、
上

掲
強
盛
五
年
の
高
宗
の
言
に
は
「
西
県
當
税
嚢
多
。
如
職
事
柴
麺
之
類
是
也
し
と
あ
・
が
、
紹
煕
雲
間
志
議
場
務

の
條
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
ご
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
税
務
蹴
額
六
萬
一
千
七
百
一
十
三
貫
七
百
四
十
四
文
。
諸
膚
興
以
來
。
商
号
薪
褻
唐
突
税
外
。
置
合
情
意
四
萬
入

　
　
千
四
百
山
ハ
十
一
ご
澱
艮
♪
し
百
レ
～
十
四
文
。

と
云
っ
て
居
る
。
依
っ
て
顧
ふ
に
、
紹
興
十
四
五
年
の
頃
、
穀
物
の
税
と
共
に
、
柴
薪
の
税
を
も
免
除
す
る
こ
と
、
し

た
の
で
あ
ら
う
。
而
、
し
て
雲
間
即
ち
華
亭
一
縣
に
於
い
て
、
そ
の
編
め
、
商
税
瀧
額
六
萬
一
千
春
画
の
内
、
　
｝
萬
三
千

除
貫
を
減
じ
だ
の
を
観
れ
ば
、
高
宗
免
税
の
倉
が
全
國
入
京
に
輿
へ
た
と
こ
ろ
の
恵
澤
は
小
さ
く
な
か
っ
た
こ
と
、
蔵

せ
ら
れ
る
。
又
、
孝
宗
の
時
茶
顯
の
税
を
除
い
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
會
要
淳
煕
元
年
十
一
月
十
一

日
の
詔
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
米
麺
柴
淡
油
。
皆
係
民
間
日
用
差
物
。
並
已
免
粉
。
訪
聞
州
縣
首
班
、
巧
作
名
牧
納
税
鏡
。
飽
っ
詔
令
戸
部
帯
下
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨

　
　
路
褥
運
司
約
束
。
云
云
。

と
め
つ
て
、
炭
壷
の
類
の
税
を
も
免
除
し
た
こ
と
を
傳
へ
て
居
る
。
蓋
疑
用
昂
商
税
の
旗
罷
は
高
宗
孝
宗
二
代
に
五
つ

　
　
　
　
象
代
商
学
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
第
＋
九
巻
第
四
號
　
六
輝

（29）



　
　
　
　
宋
代
商
晩
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
轡
第
四
號
　

六
一
歴

て
行
は
れ
た
の
で
、
宋
史
食
貨
志
下
八
に
、
高
宗
免
穐
の
事
を
蓮
べ
た
後
「
，
孝
宗
噂
志
。
凡
高
宗
省
罷
之
未
書
者
。
悉

推
行
之
」
と
あ
る
の
は
、
大
膿
事
實
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
以
上
は
商
税
の
根
幹
た
る
過
税
住
税
剃
度
の
大
綱
で
あ
る
。
し
か
し
商
粉
は
以
上
に
止
ま
っ
た
の
で
は
な
い
Q
此
の

外
、
爾
ほ
、
幾
種
か
の
税
が
有
っ
た
。
會
要
、
天
禧
五
日
七
月
の
諮
に
は
、
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馳
随
船
行
貨
物
色
。
力
勝
・
頭
子
・
包
角
等
銭
。
邸
逐
威
依
例
心
確
。

　
　
田

と
あ
っ
て
、
力
勝
・
頭
子
・
包
角
等
の
鑓
と
い
ふ
こ
と
が
見
え
、
宣
和
三
年
四
月
二
十
三
目
の
詔
に
は
、
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畿
客
人
癒
興
阪
餅
斗
。
如
願
赴
都
下
齎
。
限
指
揮
調
理
。
與
権
免
力
勝
藩
角
層
銭
越
年
。

　
ヒ
　

と
あ
っ
て
、
力
勝
・
鷺
の
禦
曼
、
而
し
て
力
勝
興
醒
す
・
記
讐
、
此
の
外
露
の
姦
に
頗
多
毛
見
し
働

て
居
る
。
頭
子
は
恐
ら
く
過
急
住
穐
一
千
交
毎
に
連
文
か
を
帯
議
す
る
附
蜘
税
で
あ
ら
う
Q
包
角
∵
胃
角
は
詳
で
な
い

が
、
包
装
貨
物
一
側
毎
に
納
め
る
も
の
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
力
勝
銭
は
會
要
、
淳
煕
十
四
糊
入
月
十
三
疑
の
條
に
、

　
　
力
勝
者
Q
計
所
載
之
多
寡
．
以
税
其
舟
。

と
あ
る
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
搭
載
貨
物
の
量
を
計
っ
て
そ
の
船
主
に
赦
す
る
も
の
で
あ
る
。
當
時
、
商
人
は
或

は
嵐
己
の
舟
に
依
っ
て
其
の
商
品
を
運
び
、
或
は
他
人
の
舟
を
雇
う
て
之
を
積
載
せ
し
め
た
か
ら
、
力
勝
銭
も
或
は
直

接
に
之
を
支
錦
ひ
、
或
は
閥
接
に
暴
説
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
い
つ
れ
に
せ
よ
相
常
重
い
負
罐
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。

力
勝
銭
は
穀
物
を
搭
載
す
る
舟
に
二
七
て
も
諜
せ
ら
れ
、
鶴
だ
水
吾
等
の
場
合
に
一
時
之
を
減
免
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ



つ
た
が
、
紹
興
十
七
年
以
來
、
穀
物
の
住
過
税
と
併
せ
で
其
の
力
勝
鏡
を
も
免
除
す
る
こ
と
、
爲
つ
た
α
此
れ
は
會
要
ト

同
年
正
月
二
十
五
日
の
條
に
、

　
　
戸
部
言
・
都
D
中
匁
疑
和
鮪
。
昨
降
指
揮
。
並
遊
牧
税
。
難
論
経
過
税
務
。
爾
牧
か
脚
穂
鋤
。
甚
非
朝
廷
寛
民
之
意
Q
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欲
下
逐
路
蒋
蓮
司
、
日
下
禁
止
。
鱒
申
上
可
其
奏
。
云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餌

と
あ
り
、
其
の
後
歴
年
の
事
例
が
米
穀
力
勝
銭
を
禁
じ
て
居
る
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
。

商
税
徴
牧
額
に
律
す
る
規
制
の
沿
革
は
、
文
献
蓮
考
鰹
征
樺
壷
に
引
か
れ
た
陳
傅
良
の
文
に
明
で
あ
る
。
次
に

其
れ
を
掲
げ
る
。
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止
憩
流
二
日
鱒
中
豊
淳
化
三
年
。
今
諸
藩
縣
有
税
。
以
樋
管
元
年
至
淳
化
元
年
画
聖
課
利
運
多
誤
信
。
立
爲
頑
額
。
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比
校
科
罰
。
蓋
商
税
額
比
較
。
．
自
此
始
。
及
王
安
石
更
改
蕉
制
。
増
減
税
額
。
所
申
省
司
横
取
芝
蝦
。
煕
寧
三
年

　
　
九
月
。
中
書
剤
子
。
妻
定
編
難
所
参
詳
。
自
來
場
務
課
利
増
麟
。
並
自
本
州
保
明
。
三
野
立
定
量
額
。
始
県
警
運
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司
。
今
本
庭
診
辮
。
往
復
動
経
年
歳
。
虚
有
留
滞
。
莫
若
命
本
州
自
下
立
定
顧
額
比
較
。
有
終
從
之
。
而
本
州
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
　
較
。
唐
此
始
。
商
留
縫
重
。
皆
山
田
官
吏
之
意
。
有
壌
無
難
夷
。
政
和
閉
。
漕
厘
劉
既
濟
総
説
。
於
則
例
外
。
塘
敗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り
　
む
　
　
　
　

　
　
一
分
挽
型
。
而
一
分
下
思
税
銭
案
名
。
自
想
望
。
至
今
以
五
分
総
州
用
。
五
分
充
轄
運
司
上
供
。
謂
之
五
分
増
牧
銭
。
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紹
興
二
年
。
倉
諸
豊
玉
蓮
司
。
量
度
州
縣
嘉
詩
緊
慢
。
塘
添
税
額
三
分
或
五
分
。
而
三
五
分
雲
母
税
鑓
案
名
。
四
三

　
　
始
。
至
今
以
ナ
分
爲
輩
。
三
分
本
州
。
七
分
隷
経
総
論
司
。
謂
之
七
分
壇
認
許
。
而
商
枕
之
重
。
極
於
今
日
。
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山
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山
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一
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此
れ
に
依
れ
ば
Q
淳
化
三
年
始
め
て
商
税
の
㍊
額
鞭
ち
標
準
数
を
定
め
．
興
浜
三
年
各
州
に
於
い
て
自
ら
醸
額
を
立

て
、
税
数
を
曝
す
こ
と
を
得
し
め
、
つ
い
で
政
和
年
閥
、
從
來
の
過
住
税
の
病
数
以
外
に
於
い
て
一
分
塔
牧
税
銭
と
い

ふ
も
の
を
増
設
し
、
紹
興
二
年
、
三
五
分
勢
州
税
銭
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
一
分
は
弦
で
は
一
割
、
三
五
分
は
三
割
或
は

五
劉
の
意
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
商
税
の
徴
牧
額
が
特
に
壌
饗
し
た
の
は
、
煕
寧
以
後
で
あ
り
．
其
の
大
に
塘
畑
し
た
の

は
北
宋
末
期
㍉
南
陽
初
期
以
後
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
一
場
務
毎
に
標
準
牧
税
額
の
定
め
ら
れ
た
の
は
淳
化
三

年
以
來
の
こ
と
で
あ
っ
だ
の
で
あ
る
Q

　
天
事
人
事
の
異
墾
に
際
し
て
は
、
鞍
尻
の
徴
牧
に
手
心
を
加
へ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
即
ち
旱
蛙
洪
水
大
火
戦

璽
の
起
つ
黒
蜜
は
、
米
穀
・
耕
牛
登
、
竹
奪
の
撃
嚢
免
す
・
を
常
と
し
た
の
で
、
其
の
齎
桀
禽

要
な
ど
に
累
見
盤
出
し
て
居
る
。
此
れ
は
、
部
民
の
生
活
の
窮
迫
を
緩
和
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
い
ふ
ま
で
も

な
く
、
就
中
耕
牛
農
具
に
豊
す
る
寛
典
は
、
農
村
の
復
興
を
助
け
ん
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
諏
。
〔
鼻
髭
の
時
全
然
農
具
の

税
を
除
き
去
っ
た
も
の
も
勿
論
農
民
保
護
の
爲
め
で
あ
る
〕
而
し
て
南
渡
後
に
至
っ
て
は
、
米
穀
茶
取
々
炭
の
如
き
生

活
必
需
品
に
饗
し
て
、
常
時
非
常
時
は
向
ぱ
す
国
税
を
免
除
す
る
こ
と
、
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宋
の
商
税
政
策
の
中
に

獄
、
人
民
の
生
活
を
脅
威
せ
ざ
ら
ん
と
す
る
精
紳
並
に
重
農
主
義
が
、
と
も
か
く
も
、
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
商
税
徴
牧
機
稠



　
商
税
の
徴
牧
彪
と
し
て
は
、
務
叉
は
場
と
い
ふ
も
の
が
置
か
れ
、
之
を
熟
し
て
低
迷
と
も
い
っ
た
。
務
叉
は
場
は
、

委
し
く
は
税
務
・
摺
場
と
い
ふ
べ
き
で
あ
っ
た
。
概
し
て
大
き
い
も
の
が
務
と
呼
ば
れ
、
小
さ
い
も
の
が
場
と
呼
ば
れ
た
。

州
府
及
び
軍
の
治
所
に
は
総
べ
て
務
が
置
か
れ
、
都
商
税
務
若
し
く
は
都
税
務
と
呼
ば
れ
た
。
州
治
に
鳳
時
と
し
て
二

つ
以
上
の
務
の
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
左
標
な
場
合
に
は
、
都
税
務
で
な
い
と
こ
ろ
の
務
は
地
名
を
冠
し
て
何
々
務

と
呼
ば
れ
、
或
は
比
較
務
と
も
呼
ば
れ
た
。
例
へ
ば
、
嘉
定
鎭
江
志
諮
一
に
依
れ
ば
、
鎭
江
府
治
に
は
、
都
商
細
務
の

外
、
既
済
税
務
及
び
比
較
束
務
、
比
較
西
郡
が
あ
っ
た
。
嘉
泰
會
雄
志
蜷
に
依
れ
ば
、
常
州
州
治
に
は
都
視
務
及
び
比

較
務
が
あ
っ
た
。
比
較
務
が
置
か
れ
元
の
は
勿
論
商
税
比
較
の
制
度
が
起
っ
た
後
で
あ
る
。
都
税
務
は
都
税
院
と
も
呼

ば
れ
た
と
昊
麓
四
明
轟
廷
謙
語
を
用
ひ
て
居
る
麦
婁
景
徳
二
年
吾
の
詔
に
賎
　
倒

　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　

　
　
貝
州
民
所
喩
粉
物
Q
先
経
商
税
院
牧
算
。
云
云
。

と
あ
る
Q
開
封
に
姦
商
税
院
の
有
っ
た
こ
と
は
署
名
で
あ
る
が
、
此
の
名
簿
は
開
封
の
濁
り
専
ら
に
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
紹
定
李
江
圖
を
観
る
と
、
都
税
務
の
外
、
盤
門
内
に
牧
税
亭
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
が
、
此
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

は
都
税
務
の
掛
張
威
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
斯
か
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
縣
治
に
は
州
府
の
附
仁
淀
る
場
合
を
除
き
、
概
ね
税
務
若
し
く
は
劇
場
が
澱
か
れ
た
。
稀
れ
に
、
縣
治
に
し
て
税
務

税
場
の
設
け
の
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
而
し
て
縣
の
管
内
に
み
る
鎭
・
市
・
關
・
案
・
渡
な
ど
い
ふ
小
都
市
小
聚
落
に
税

務
叉
は
税
場
の
置
か
れ
る
場
合
も
頗
多
か
つ
た
。
宋
諾
意
、
食
貨
十
五
に
載
せ
ら
れ
た
煕
寧
十
年
の
統
計
に
依
る
に
、
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⑤

東
京
開
封
府
所
屡
二
十
一
縣
治
に
は
皆
税
務
が
あ
り
、
別
に
二
十
の
鎭
・
渡
等
に
も
耳
垢
が
置
か
れ
た
。
杭
州
　
に
は
所

二
七
縣
治
の
内
、
下
墨
縣
治
を
除
く
六
縣
治
及
び
八
鎭
市
に
鍋
墨
が
澄
か
れ
た
。
江
陵
府
に
は
所
属
七
縣
治
の
内
、
當

陽
型
治
を
除
く
六
縣
治
及
び
十
四
魚
市
に
税
務
が
設
け
ら
れ
た
。
縣
治
に
税
務
の
無
い
場
合
に
は
殆
ど
必
ず
其
の
管
内

の
鎭
市
に
場
務
が
置
か
れ
た
こ
と
は
、
例
へ
ば
當
陽
に
務
無
く
し
て
管
内
山
口
鎭
に
興
れ
有
る
が
如
く
で
あ
っ
た
。
又

縣
治
鎭
市
に
特
に
税
務
を
畳
か
す
、
酒
務
を
し
て
商
税
を
牧
め
し
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
り

　
税
務
電
場
に
は
卑
官
を
置
い
て
之
を
掌
ら
し
め
た
。
縣
治
以
下
の
場
務
の
監
官
に
は
武
臣
を
用
ひ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
而
し
て
濃
し
も
一
庭
に
一
人
を
遣
く
の
で
は
な
く
、
　
一
入
を
し
て
幾
つ
か
の
場
務
を
粂
駁
せ
し
め
る
場
合
も
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

だ
。
州
治
府
治
の
霧
の
讐
に
畿
は
武
臣
を
翠
或
は
畜
を
用
ひ
、
曹
し
て
隻
武
器
塗
し
て
蕎
岡

掌
理
せ
し
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
爾
ほ
前
章
の
初
に
掲
げ
た
宋
史
食
貨
志
の
交
に
は
「
小
則
倉
佐
方
領
」
と
あ
る
が
、
此

れ
は
縣
治
の
税
務
に
し
て
輔
翼
少
き
も
の
、
墨
田
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
「
濃
州
伍
令
都
監
監
押
同
掌
之
」
と
い
ふ
の
は
、

文
武
官
各
一
入
を
し
て
州
呈
露
紳
「
務
を
同
仁
せ
し
め
る
場
合
、
か
ね
て
州
治
に
画
す
る
都
監
若
し
く
は
監
押
を
以
て
之

に
充
て
る
こ
と
で
あ
ら
う
Q
監
官
の
下
に
は
多
く
の
膏
吏
が
用
ひ
ら
れ
、
就
中
、
親
し
く
貨
物
を
黙
槍
す
る
も
の
は
馬

専
欄
・
欄
頭
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。

　
宋
戴
立
、
食
貨
十
五
・
十
六
に
は
、
煕
寧
十
年
の
、
極
め
て
詳
細
な
各
路
商
税
統
計
と
、
其
の
以
前
の
簡
略
な
統
箭

と
が
並
び
翠
げ
ら
れ
て
居
る
．
し
一
例
と
し
て
蘇
州
の
部
を
摘
翻
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
Q



　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む

　
　
蘇
州
。
奮
在
城
及
常
熟
箆
山
重
藤
三
編
山
田
務
。
歳
五
萬
五
千
二
百
貫
。
煕
寧
十
年
。
在
城
。
五
萬
一
千
三
十
四

　
　
貫
九
百
二
十
九
丈
。
，
常
熟
縣
。
入
千
三
百
三
貫
一
百
一
十
二
交
。
呉
江
縣
。
五
千
五
百
五
十
七
貫
三
百
三
文
。
薦

　
　
三
二
Q
　
一
千
九
百
三
十
一
貫
入
百
三
十
一
文
。
慶
安
鎭
。
三
百
二
十
四
貫
入
百
七
十
一
文
。
木
十
三
Q
二
十
四

　
　
貫
九
百
三
十
九
文
。
箆
肉
場
。
七
千
四
百
四
十
八
貫
七
百
七
十
九
文
。
梅
里
場
。
二
千
四
百
五
十
貫
六
百
一
十
四

　
　
文
。

　
　
　
　
　
　

　
い
は
ゆ
る
懲
は
何
時
を
指
す
か
詳
で
な
い
が
、
そ
の
濡
濡
が
煕
寧
十
年
の
そ
れ
と
頗
懸
け
離
れ
て
居
る
こ
と
か
ら
推

せ
ば
、
煕
寧
よ
り
も
数
十
年
以
前
で
あ
ら
う
。
今
、
善
統
計
に
見
え
る
全
國
の
場
務
を
総
計
す
れ
ば
言
入
百
三
十
七
で

あ
・
．
叉
禁
手
年
の
統
計
に
昊
・
禽
の
吉
夢
度
す
れ
ば
千
九
百
九
＋
三
で
あ
っ
て
、
霧
計
聾
し
て
島

五
十
六
だ
け
堰
加
し
て
み
る
。
然
る
に
其
の
後
面
に
増
加
し
、
南
渡
の
初
に
至
り
、
其
の
弊
害
が
下
畑
著
と
爲
つ
た
も

の
と
見
え
、
會
要
、
紹
興
七
年
九
月
二
十
二
日
の
明
堂
の
赦
に
は
、
四
川
・
江
東
西
・
湖
南
北
の
漕
司
に
命
じ
て
管
下
州

軍
縣
鎭
の
書
籍
税
場
を
住
干
せ
し
め
る
こ
と
が
見
え
、
同
二
十
六
年
正
月
十
日
の
條
に
は
、
諸
路
轄
世
態
に
命
じ
て
税

場
百
三
十
四
慮
を
減
併
し
、
九
露
を
罷
め
し
め
た
こ
と
が
見
え
て
居
る
が
、
其
の
後
に
於
い
て
も
之
に
類
す
る
事
例
が

多
く
、
乾
萢
六
年
八
月
三
日
、
樺
江
南
東
路
轄
運
副
使
張
松
の
言
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
照
謝
。
三
江
自
認
湖
縣
至
棄
石
鎭
。
一
州
雨
雫
。
實
爲
不
便
。
叉
和
州
界
有
機
釆
石
。
客
族
櫨
谷
。
内
二
日
之
欄
。

　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
’
三
過
場
務
。
刻
剥
太
甚
。
云
云
ゆ

　
　
　
●
宋
代
商
税
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
九
巷
第
四
號
　
六
二
三



　
　
　
　
．
朱
代
商
視
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
＋
九
巻
第
四
號
　
さ
西

と
云
ひ
、
嘉
定
九
年
二
月
十
二
日
の
條
に
引
か
れ
π
戸
倉
の
言
に
は
、

　
　
窃
見
客
族
自
演
場
博
易
。
多
極
裏
陽
。
在
城
務
有
税
。
郵
城
無
極
又
有
税
。
京
西
町
司
通
貨
場
。
相
接
郵
城
鎭
。

　
　
無
雫
里
許
。
叉
有
是
商
扇
蟹
來
。
不
出
裏
陽
境
内
。
，
二
十
里
而
有
三
税
。
客
族
誠
意
以
堪
、
云
云
。

と
云
っ
て
居
る
。
丁
場
務
濫
設
の
弊
は
南
心
事
に
至
っ
て
極
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
之
に
比
す
れ
ば
、
煕
寧
十
年
の
統
計

℃
見
え
る
場
務
の
総
計
の
如
き
は
、
必
し
も
過
多
と
い
ふ
べ
き
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
場
務
の
官
吏
は
動
も
す
れ
ば
私
曲
を
掴
み
、
或
は
規
定
以
上
の
税
を
牧
め
た
り
、
或
は
税
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
課

税
し
た
り
な
ど
し
た
が
、
南
渡
後
に
至
っ
て
其
の
弊
最
も
甚
し
く
、
朝
廷
は
之
が
取
締
に
一
方
な
ら
す
苦
心
し
た
。
其

の
難
桀
塞
に
詳
量
え
て
居
・
．
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
商
税
　
統
計

　
宋
會
要
、
食
貨
十
五
・
十
六
に
掲
げ
ら
れ
に
奮
統
計
に
は
、
一
州
府
毎
に
場
務
の
数
と
商
学
の
額
と
を
暴
げ
て
居
る
。

今
各
路
に
つ
い
て
管
内
州
府
の
商
税
を
合
計
し
、
且
つ
一
場
二
心
均
税
額
を
算
出
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奮
統
計
各
路
商
税
表

束

暴

δ
入
ゼ
豊

三

里
ニ
ム
・



荊荊江江爾潅潅河秦永河河幽明京京北南西

湖湖南南　南南　　興北北西西東東
　　　　漸　　束鳳
北南西東　西東　　芸西東北南西東

路路路路立看曲路云云路路路路路路京京京

宋
代
商
税
考

　
山
門
○
、
四
五
ム
ハ

　
三
三
、
九
二
三

入
園
、
四
五
四

二
五
一
、
五
三
四

二
七
〇
、
↓
ハ
ム
益
ご

｝
二
九
、
こ
ご
○

こ
志
ハ
九
、
一
二
五

四
六
六
、
七
｝
八

二
八
七
、
九
三
四

二
九
〇
、
↓
ハ
レ
亀
｝
ご

一二

ﾜ
〇
、
山
ハ
〇
二

二
一
工
ハ
、
九
二
山
ハ

三
五
一
、
〇
九
八

五
〇
二
、
二
九
一

四
レ
㍗
五
、
…
血
五
∴
ハ

ニ
四
三
、
三
六
二

一
山
ハ
ニ
、
七
一
ご
二

六
九
、
七
七
〇

一
三
一
、
〇
三
三

9　16　8　103764　12　5115　18　13　11　2

六二五六〇七六九〇一〇一七四五七二　二
〇〇〇七三八四六：二二三六三九六二六四九六

二
、
三
二
五

一
ご
、
七
⊥
ハ
九

三
、
五
一
入

三
、
三
〇
九

五
、
二
〇
五

二
、
入
〇
七

三
、
四
〇
六

四
、
＝
ご
〇

二
、
七
一
六

二
、
五
七
二

三
、
五
三
三

二
、
一
二
山
公
二

五
、
四
丁
五

山ハ

A
五
〇
叫
二

四
、
六
一
七

一
ご
、
ム
ハ
一
ご
二

三
、
二
五
四

三
、
囚
八
入

二
、
一
入
三

第
十
九
巻
　

餓
謝
四
號
　
　
　
山
僧
ニ
五

21891「7】6612ユ5313107・19
1520　11　14　8

（37）



宋
代
商
視
考

廣白白門門梓成

南南　　　　都
　　建州三州
西東　　　　府
路　昼各墨各経各　路　路　路

早

計

こ
、
四
山
ハ
嚇
ご
、
閃
工
ハ
八

一
、
山
公
ご
レ
～
、
九
〇
〇

一
、
二
四
〇
、
九
二
入

　
↓
ハ
山
画
一
ご
、
四
二
八

　
コ
一
＝
、
九
三
二

　
　
入
一
、
山
ハ
三
九

　
　
四
一
『
二
入
九

五
、
○
｝
二
一
二
、
ム
四
八
○

　
　
　
（
四
州
為
除
く
）

第
十
・
九
巻
　

纂
叫
【
號
　
　
　
山
鱒
浦
山
ハ

除八 入三三二二〇六ε○ 九九二八入○八

191714

一　一

（五八 一　　　　一の

同九三 ○一七三四六九
占一七 二二〇七八四七
（務四
組川
搬た
に除てけ＿

怩驍ｱ二
　一こ二二こニ

[七五五五
し総、
Aこ計一
驍ｽ六商税＝）＿

　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、
l七入九入五三二二二八三五九九四入四〇こ二六

232221

右
の
中
、
成
都
府
・
鋳
・
利
州
嚢
州
の
四
路
霧
鐘
他
琵
し
て
頗
多
い
。
此
れ
に
就
い
て
は
、
議
蓮
考
墜

に
、

　
　
按
天
下
商
税
。
鰻
重
蜀
猫
重
。
錐
褻
戎
聞
掛
壁
。
其
数
亦
倍
“
徒
於
内
地
之
殖
郡
。
然
會
要
言
。
四
強
所
納
皆
鐵
銭
。

　
十
纏
及
銅
銭
之
一
。
鋼
・
数
目
錐
多
。
而
才
取
亦
未
油
墨
重
Q
而
煕
寧
十
年
以
後
。
再
定
之
額
。
他
郡
皆
塘
於
前
。

　
　
而
四
蜀
猫
減
於
奮
。
量
亦
以
元
額
偏
重
之
故
鰍
。

と
云
っ
て
居
る
が
、
要
當
な
説
明
で
あ
る
。
さ
れ
ば
私
は
、
靴
の
四
路
を
除
い
て
、
税
額
及
び
堅
蔵
額
の
順
位
を
附
し

た
の
で
あ
る
。
此
の
税
額
の
中
に
は
、
過
税
・
住
税
・
頭
子
銭
・
包
角
筆
・
力
勝
銭
の
類
が
絡
べ
て
含
ま
れ
て
居
を
と
見
て

（3S）



よ
か
ら
う
。
税
額
の
大
小
は
、
．
商
業
般
賑
の
程
度
を
ト
す
る
一
標
準
に
な
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
其
れ
は
税
務

の
多
少
に
も
影
響
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
商
業
の
盛
さ
を
測
る
に
は
、
商
税
額
と
一
税
務
李
均
税
額
を
併
せ
考
へ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
、
此
の
二
つ
に
依
っ
て
槻
察
す
れ
ば
、
當
時
、
潅
南
東
西
里
・
爾
漸
路
・
河
北
東
路
・
京
東
西

路
。
開
封
府
管
↓
内
等
に
於
い
て
、
商
「
業
が
最
も
盛
に
行
は
れ
た
や
う
で
あ
る
。

　
次
に
煕
寧
十
年
の
商
穐
統
計
は
、
各
出
撃
毎
に
在
城
（
府
州
治
）
・
官
治
・
思
懸
等
の
餐
場
務
に
於
け
る
税
額
を
列
挙
し

て
居
る
が
、
府
州
全
量
の
税
額
は
示
し
て
居
な
い
。
私
は
一
覧
州
冬
場
．
務
の
税
額
を
合
計
し
て
府
営
全
膿
の
税
額
を
算

し
、
更
に
其
れ
を
合
せ
て
一
路
商
桃
の
総
額
を
算
崩
し
た
。
次
に
其
れ
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
煕
寧
十
年
各
路
商
挽
表　

　
税
額
多
き
、

　
　
　
　
　
税

額　
　
順
　
　
位

一
税
務
李
均
税
撒
三
三
㈱

（39）

税

務
　
撒

　京京京北南西東

朱西東東
代

商南西東
税

　歩路路京京京皇考

一
五
三
、
三
九
三

　
↓
一
八
、
一
山
ハ
七

　
四
五
、
五
五
八

九
五
、
入
一
五

四
七
二
、
五
一
一

二
山
ハ
♪
］
、
四
入
レ
㌔

一
九
〇
、
四
ム
ハ
九

15ユ02

三六九三　二四
九二三一九ニー第

十
九
谷
第
四
號

　
　
　
貫

一
『
七
四
一

一
『
〇
九
入

五
、
〇
六
二

三
、
〇
九
〇

五
、
○
八
〇

四
・
ご
＝
四

四
、
入
入
三

　
六
二
七

7　9　5　14　6　13　11

恥



宋
代
繭
税
考

廣編墾利梓成荊荊江江爾潅潅晶晶部品河京

南　　　　 都湖湖南南　南南　　興北北西
　建州石州　　　　　海　　東鳳
束　　　　府北南西東　西東　　軍西東北

上路路言路路路山路路言路路路路路上路路

一
七
一
、
一
入
三

四
五
三
、
四
〇
一

二
入
七
、
四
七
〇

三
七
三
、
四
一
〇

三
三
七
、
四
四
入

二
山
ハ
一
、
七
九
入

四
ニ
ニ
、
三
四
五

　
ご
山
ハ
○
、
〇
一
二
五

入
六
二
、
四
入
六

一
ご
山
ハ
一
、
レ
～
レ
～
七

二
五
〇
、
一
山
ハ
レ
～

一
七
七
、
九
八
四

一
七
入
、
一
九
九

七
一
五
、
入
四
〇

三
〇
入
、
三
二
七

ご
エ
画
一
ご
、
一
ご
七
五

二
四
〇
、
九
五
一

二
三
九
、
三
四
四

二
四
九
、
一
〇
〇

183954　11　87116　17　12　613ユ4

飽
T
T
九
巻
　第
閃
一
號
　
　
　
山
岡
ニ
八

一入四四三七六四五六二六六ニー一五九四六
入五三入九一．七一九五三八八四三コ入六七

二
、
五
五
四

一
『
一
〇
五

二
、
九
三
ご

二
、
四
入
九

二
、
九
入
六

二
、
一
＝

六
、
二
二

五
、
二
九
四

七
、
○
＝
一

五
、
五
六
五

四
、
二
四
〇

四
、
三
四
一

二
、
六
五
九

一
〇
、
○
八
二

七
、
九
〇
五

七
、
五
七
〇

五
、
ム
ハ
○
唄
二

二
、
八
一
五

二
、
一
＝

2　21　15　20　16　12　194118　8　IO　329．　17

（40）



廣
南
西
路

総

計

一
三
八
、
山
ハ
一
二

占ハ

A
九
一
入
、
一
五
九

　
　
　
（
四
川
た
除
く
）

一
〇
三

一
九
九
三

一
七
六
六

　
（
同
上
）

一
、
三
四
五

　
　
　
　
三
、
九
一
七

（四

告
狽
ﾉ
て
除
し
た
る
晦
）

23

　
　
「
含
要
に
ば
貫
以
下
の
鍛
字
奄
も
携
げ
て
膚
る
が
、
楓
に
誹
算
の
簡
便
た
間
る
爲
め
、
悉
く
之
か
省
略
し
、
尊
ら
貫
以
上
為
黛
し
表
。

　
右
の
表
で
は
四
川
の
税
額
は
蕾
統
計
よ
り
甚
し
く
減
じ
て
居
る
が
、
し
か
し
や
は
り
謡
講
を
用
ひ
、
管
路
と
事
情
を

異
に
し
て
居
た
か
ら
、
之
を
除
外
し
て
考
察
す
る
こ
と
、
す
る
。
四
川
を
除
い
た
二
十
三
路
及
び
四
花
の
商
客
総
計
は

六
、
九
一
入
、
一
五
九
貫
で
あ
っ
て
、
蕾
統
計
の
其
れ
に
比
べ
る
と
一
、
入
掛
四
、
四
七
九
貫
だ
け
標
し
て
居
る
。
而
し
て

露
の
税
額
を
懲
す
・
≒
京
東
西
鷺
酉
南
毒
河
北
東
露
壷
薫
路
・
饗
鷺
難
路
灘
北
路
㈲

の
税
額
は
蕾
統
計
と
大
差
無
く
、
早
る
も
の
は
薔
統
計
よ
り
減
少
し
て
居
る
が
、
京
東
束
路
・
潅
南
東
路
・
爾
漸
路
・
江

南
東
西
路
・
荊
湖
南
路
・
幅
建
路
・
廣
南
東
西
路
の
其
れ
は
、
そ
の
度
合
は
一
様
で
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
も
薔
統
計

よ
り
も
増
加
し
て
居
る
。
さ
れ
ば
溶
鉱
十
年
に
於
け
る
全
國
商
税
総
計
の
壇
加
は
、
接
写
の
商
税
が
悉
く
増
加
し
た
下

め
で
は
な
く
、
主
と
し
て
東
南
地
方
に
於
け
る
商
税
の
増
大
に
因
る
も
の
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
京
束
束
路
以
下

の
税
務
数
を
以
る
に
、
多
く
は
奮
税
務
数
と
賂
同
機
で
、
幾
分
増
加
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。
爾
漸
路
の
如
き
は
百
三

よ
り
百
二
十
三
に
上
っ
て
居
る
が
、
税
額
は
殆
二
倍
に
近
く
膨
脹
し
て
居
る
。
要
す
る
に
煕
寧
十
年
に
於
け
る
商
七
声

計
の
塀
茄
は
、
各
路
一
律
の
増
加
で
な
く
し
て
、
主
と
し
て
東
南
地
方
に
於
け
る
増
加
に
因
る
の
で
あ
わ
、
而
し
て
東

　
　
　
　
｛
木
代
商
租
祝
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　

第
四
號
　
　
　
山
ハ
ニ
九



　
　
　
　
宋
代
商
硯
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
九
讐
第
悶
號
　
六
三
〇

地
南
方
に
於
け
る
声
振
数
は
格
溺
制
し
て
居
な
い
か
ら
、
此
の
商
税
の
遠
大
は
制
度
の
墾
化
に
本
つ
い
た
も
の
で
な

く
、
東
南
地
方
に
於
け
る
商
業
隆
興
の
結
果
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
而
し
て
各
路
分
の
中
、
税
額
に
於
い

て
も
李
均
税
額
に
於
い
て
も
、
耕
然
頭
角
を
脱
し
て
居
る
の
は
爾
漸
で
あ
っ
て
、
爾
者
と
も
蕾
統
計
の
其
れ
に
比
す
れ

ば
殆
ご
倍
に
近
い
。
此
れ
は
此
の
地
方
に
於
け
る
農
重
工
藝
並
に
交
通
商
業
の
目
ざ
ま
し
い
登
展
に
因
る
も
の
と
い
は

ね
ば
な
る
ま
い
。
爾
漸
に
つ
い
で
、
江
南
東
路
の
税
額
及
び
李
均
税
額
の
矯
加
が
罵
言
で
あ
る
が
、
其
の
理
由
は
爾
志

の
場
合
と
大
膿
同
襟
で
あ
ら
う
Q
京
極
東
路
の
税
額
の
躍
進
し
た
の
は
、
北
方
海
上
通
商
の
登
霞
に
も
因
る
こ
と
で
あ

ら
う
。
潅
南
東
路
の
税
額
が
、
薔
統
計
並
に
煕
寧
十
年
統
計
に
於
い
て
常
に
優
位
を
占
め
て
居
る
の
は
噛
運
河
を
挾
ん

で
南
北
交
漂
衝
に
當
・
が
爲
め
で
あ
亀
　
　
　
　
　
　
　
　

倒

　
次
に
、
盤
統
計
及
び
煕
寧
十
年
の
統
計
に
於
け
る
四
京
二
十
三
路
の
府
当
別
の
税
額
及
び
場
務
数
を
掲
げ
る
。
奮
統

計
の
府
州
別
税
額
は
會
要
に
見
え
て
居
る
も
の
、
藩
命
十
年
の
其
れ
は
、
私
が
會
要
の
場
務
別
税
額
に
就
い
て
合
計
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
蛋
統
計
及
難
寧
十
年
統
計
魯
府
州
税
額
比
較
証

言

遇
奮
霧
韮

熈
寧
＋
年
税
額

煕
四
十
年

競
務
数

西東

ぬ　よ厭，三

一
〇
八
、
七
四
〇

山ハ

宦
A
四
五
山
ハ

二
三

二
六

一
五
｝
『
三
九
三

六
八
、
一
六
七

二四



ぬ尽東束路京東西

北南

京京

合警套詑箭｝ffll一）i｛ξ登シ〒・、齊霧青

”陽

｝｝卜　軍　少ト1　タ・卜1　少珂　リ・珂　少ト1　ジ・1・1　少ト1　ジ・ト1

輩濟郷曹徐党

り・珂　　少ト1　少嬉　　少1・1　　り・1・1　少卜1

三
三
、
九
二
三

入
眼
、
四
五
四

　
四
「
二
塾
レ
～
志
ハ
ム
へ

　
二
九
、
一
九
∴
ハ

　
四
九
、
六
一
九

　
三
四
、
四
五
九

　
一
〇
、
二
二
三

　
一
六
、
四
五
〇

　
一
五
、
山
ハ
山
ハ
五

　
一
四
、
二
〇
〇

　
一
ご
二
も
九
五
山
ハ

ニ
五
『
五
三
四

三
入
、
三
〇
一

↓下

?
、
ニ
レ
～
山
ハ

一
八
、
八
入
三

志ハ

?
、
〇
四
二

三
二
、
七
四
二

二
五
、
七
入
四

七　一一　　　　三　 一・一
遠

　　　　　　　　　　　　六二ー三四四五一六〇｛四九

　
四
五
、
五
五
入

九
五
、
八
一
五

　
働

　
諏
ハ
レ
～
、
あ
九
山
公
二

　
十
七
、
二
二
一
ご

　
入
山
ハ
、
山
ハ
四
四

　
四
二
、
四
　
入

　
一
六
、
一
九
五

　
四
四
、
三
一
四

　
三
〇
、
五
入
九

　
レ
㌔
二
、
ふ
ハ
五
四

　
二
四
、
山
ハ
〇
一

四
七
二
、
五
一
一

五六二四七九

一九
九　　　　　一ニ　一
三五九四八六一九八三

宋
代
商
税
考

第
十
九
巻

二
諏
ハ
、
〇
三
ム
ハ

四
五
、
三
七
入

二
七
、
五
八
二

九
二
、
七
二
三

二
｝
二
、
七
四
志
ハ

一
七
、
七
五
五

餓
型
四
囲
號
　
　
　
山
ハ
留
一
一

入入六六九入

（　・13　）



北　西　京

信汝穎陳察：孟許

陽

軍使亡母雲州州

路　南　西　京

含唐郵均房金随郵裏

計州立亡羊州州少51州

三
五
、
入
九
三

　ご

ﾜ
、
入
七
山
ハ

　
五
、
ム
ハ
一
ご
ふ
ハ

　
六
、
入
入
六

　
一
、
〇
六
〇

八
、
入
一
六

一
二
、
山
ハ
山
ハ
入

二
二
、
二
九
五

二
九
、
＝
ご
○

ご一

l
、
四
レ
亀
山
ハ

ニ
ー
、
七
七
〇

三
入
、
四
二
九

三
五
、
七
五
五

五
〇
、
五
一
九

二
山
州
、
レ
～
二
五

　
六
、
〇
五
一

二〇一六六七〇

三
六
、
二
五
入

二
二
、
レ
～
山
ハ
七

三
二
、
入
〇
七

二
入
、
ご
エ
ハ
ニ

ニ
○
、
三
九
三

む

二
四
、
一
五
一

二
志
ハ
、
四
四
五

ニー・四七五七一

四　　　　　一
六五二三一七三七入

九一一一　一　四七
〇五二〇七二六六九

も　　も　　も　　め　　も　　も　　セ　　も　　も

四〇五三五七一四六
六ニー一四九五入三一
九三四九八五四二四

九四三二四四三九〇

路

宋
代
商
挽
考

濫
　
　
州

廣
　
濟
軍

．
合
　
　
計

七　一
〇三八

も　　　ヘ　　　へ

六九七
　エあ　　つ

公＝』＝

五

ニー入

第
十
九
塩
磐
　
第
閃
［
騨
刷
　
　
山
な

　
ご
一
四
、
二
↓
ハ
七

　
（
塵
）

二
山
ハ
レ
亀
、
四
八
七

六

二　七

（44）



路河北束路

合光滑鄭

　化

計総州州

信乾永恩濱徳覇雄莫隷博癒翼漁漉

安寧静

軍　 軍　 軍　少珂　少51　り・ト1　少薯・！　少聴　少珂　二刀1　少薯・1　少ト1　少珂　少珂　二三

二
四
、
七
〇
三

一ご

宦
A
ム
ハ
九
七

　
一
〇
、
入
九
二

ご
山
二
九
【
、
一
二
｝
九

「ご

ｵ
、
レ
～
七
山
ハ

五
山
ハ
、
二
四
レ
～

二
山
ハ
、
一
五
一
ご

一ご

ﾜ
、
九
山
ハ
八

山ハ

ｵ
、
二
四
〇

七
三
、
入
＝
｝

入
、
九
八
三

二
、
八
九
三

五
、
〇
九
六

七
〇
、
五
四
七

二
〇
、
山
ハ
五
一

一
こ
ご
、
山
ハ
ニ
一

二
二
、
九
七
〇

七
、
〇
四
二

五
、
九
八
六

七
九 一七九一一 纔Z六二三一三一四七七二〇

七（＿＿
一磨腰磨
l　v　 v　v

i－N

三
三
、
三
三
〇

九
四
、
七
五
四

一
入
、
入
六
四

二
四
、
山
ハ
五
一

三
三
、
八
二
七

五
三
、
四
六
九

九
、
山
ハ
＝
ご

二
、
五
五
二

五
、
八
一
〇

四
五
、
六
〇
入

浜
入
、
五
九
五

一
入
、
〇
三
七

二
山
ハ
、
七
二
七

五
、
三
九
二

　
一
、
四
三
四

六
七

宋
代
商
業
考

第
十
九
巻
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
三
扁
二

一二六七八六三一三五二六四七四

（45）



河北西路

　　宋
合保代
　　商
　安稚
　　考
計軍

通順廣永安保趙藤磁深路衛懐邪定相興

定矛奪　安　イ言　寧　IE一；“｝’

軍軍軍軍扇州州州州州州握1州州州州府

四

六
六
　も　　　も

七七

入三

四
九
，
七
三
五

二
二
、
↓
ハ
∴
ハ
九

二
山
ハ
、
レ
～
○
〇

二
四
、
瓜
ハ
五
七

二
〇
、
山
ハ
○
八

二
〇
も
八
五
三

二
〇
、
七
四
五

二
〇
、
一
二
三

＝
二
、
七
二
〇

ご一

l
、
し
亀
山
ハ
五

一
＝
、
九
四
入

一
一
、
二
二
〇

　
四
、
二
四
〇

＝
二
、
〇
五
七

　
四
、
一
五
六

　
一
『
四
二
一

一
〇
、
○
入
二

　
一
…

二
三
…
．

第
ナ
九
巻
、
”
第
照
號

　
　
　
一
、
七
三
八

　
四
五
一
『
四
〇
一

六
三
四

三二．一一一一六三一五九九入七七七五

四
七
、
四
二
〇

一
九
、
一
ご
志
ハ
〇

二
九
、
七
入
二

二
一
二
、
四
山
ハ
九

｝…

ｲ
、
↓
ハ
九
入

ご
＝
も
○
〇
一

一
五
、
三
四
九

一
入
、
五
二
七

二
〇
、
山
ハ
四
〇

一
五
、
九
〇
二

一
七
、
四
九
八

＝
、
〇
七
三

　
四
、
一
〇
ご
、

＝
、
ご
天

四
、
○
入
四

四
、
四
三
王

　
（
塵
）

四

六ニーニー一七三九五．一三七〇九七〇

（46）



水門軍路

合

計

合保環丹坊寧商解麟邪耀華同延陳河京

中兆安

言｝｝ら　軍　 タ・珂　 少i・1　少1・i　tjll・1　タ・1・1　タ・嬉　 少1亜　り・1・1　少1・i　少トi　illl・I　tj，1・1　少1青　！府＝・府

宋

代鳳
三

冬翔
考

　府

二
八
七
、
九
三
三
碧
△

五
六
、
九
〇
四

＝
＝
ご
、
山
ハ
レ
喝
二

一ご

宦
A
○
○
ム
ハ

ニ
一
、
し
㌔
山
ハ
○

　
＝
ご
、
三
八
〇

　
二
三
、
一
四
九

　
一
九
、
入
八
五

　
一
四
、
四
四
玉

　
入
、
入
〇
九

　
一
二
、
入
山
ハ
ニ

　
ニ
『
五
七
九

　
一
七
、
五
六
七

　
五
、
四
…
七

　
二
、
〇
五
五

　
コ
ご
、
入
五
九

　
一
『
三
一
四

二
九
〇
、
山
ハ
レ
を
ご

四
二
、
一
四
入

三二六四四六四玉：五四九入一六六一一二一
五

二
二
七
、
四
七
〇

七　　　　　一二ニ　一三二二二四三入
三三九二五三〇五入七〇九四六ニーニ

モ　　も　　も　　も　　も　　も　　ヘ　　へ　　も　　も　　も　　も　　も　　も　　ム　　へ　　も

四二七六ニー二五七六三四九四五〇五
一三〇〇五五六一三四五四六五〇一六
〇六八三六〇四四七二四六四一五二八

九
八

五’一　　　　　　　　　　　一こ二　　二
〇四四三四七九六六五九入二六八九〇

鎮
十
九
巻

五
四
、
三
五
七

第
四
號
　
　
　
ふ
ハ
三
五

一
七

（　L17　）



秦下路

朱
代
表
税
考

合開廣儀乾通徳鎭河階原濡眠鳳成朧煕浬秦

遠順戎簑成

言」｝　監　軍　少1・1　s河・1　軍　軍　軍　少1・1　s・1・1　少ト1　少踊　少1・1　少Fl　少1・1　ジ手1　少踊　り・；・i　P・1・i

丼

州

山
ハ
」
二
、
一
二
入
一

　
＝
ご
、
九
二
二

　
　
（
未
量

　
二
一
、
一
ご
⊥
ハ
ニ

九
四
、
↓
ハ
三
二

三
〇
、
入
四
三

　
入
未
置
）

　
二
四
、
エ
ハ
〇

　
七
、
七
入
一

　
一
九
、
山
ハ
五
二

　
　
無
定
額

　
七
、
入
〇
九

　
　
⑥

　
　
（
未
概
）

　
一
二
、
ふ
ハ
】
四

　
入
、
〇
五
四

　
四
、
〇
七
三

　
　
　
一
七
一

一ご

ﾜ
〇
、
山
回
○
こ

四
｝
『
○
一
入

五九四五八二六八一rA
ノ、

〇

ニー二四入

怖
弟
十
九
巻
　
第
～
囲
〔
號
　
　
　
隅
隅
　
二
山
ハ

九
「

九
〇
、
六
五
入

　
門
田
、
五
四
一

　
「
ご
、
ム
ハ
○
〇

　
一
九
、
九
六
五

　
九
、
二
六
五

五
一
、
三
七
〇

　
山
田
、
山
ハ
四
ム
ハ

　
ニ
一
、
＝
四

　
一
〇
、
六
〇
一

　
二
一
、
七
七
一

　
　
無
定
額

　
山
山
、
一
ご
山
脚
ふ
ル

　
｝
四
、
五
八
七

　
一
〇
、
六
〇
四

　
（
壌
）

　
（
屡
）

　
（
磨
）

　
（
壌
）

三
三
七
、
四
四
八

四
九
、
一
四
五

八○一八五四入一五王四〇七

二
三一

二

（48）



河束路

保膏火寧李威石嵐憲澤所扮臓代鋒麟府晋潴
徳　　嵐　　紅．畜　イ1乙　定　　勝

宋
代
商
税
考

軍軍事二軍軍州土州州州州少トr土州州州州州

ご
五
、
志
ハ
八
九

二
九
、
二
〇
↓
ハ

　
無
定
額

　
無
定
額

二
四
、
七
八
〇

七
、
九
四
九

　
九
、
〇
四
九

一
七
、
九
〇
入

五
、
六
九
九

一
七
、
七
九
四

　
二
、
↓
ハ
ニ
ニ

三
、
九
〇
八

六
、
九
四
九

　
五
、
四
一
こ
ご

五
、
二
　
コ

　
、
六
四
七

　
一
、
○
〇
四

一
『
入
九
四

四
、
八
一
三

＿L．　＿L島
／、　ノ、一一一一一 l三六三一四一五〇九六

第
十
九
谷

　
、
四
五
四

四
〇
、
七
五
三

　
四
、
七
〇
一

　
二
、
四
九
九

三
一
、
四
五
二

＝
一
、
二
三
九

＝
一
、
五
入
八

二
〇
、
＝
七

六
、
入
○
〇

一
入
、
〇
六
五

　
三
、
八
四
四

二
〇
、
二
＝
ご

七
、
〇
六
六

一
〇
、
一
ご
亀
ハ
ム
ハ

＝
、
五
七
〇

　
一
、
M
＝
三

　
三
、
五
二
二

　
、
五
九
三

　
四
、
五
九
八

第
㎜
閏
糖
W
　
　
山
ハ
三
七

ニーニー○入入六一五一七一〇九一二〇七

（49）



宋
代
商
税
考

合大遼慈

　通

計監州州

　
｝
ご
、
二
ゐ
ハ
ニ

　
五
、
四
一
九

　
二
、
山
ハ
レ
～
ニ

ニ
∴
エ
ハ
、
九
二
山
ハ

九

六二五二：

餓
躍
十
九
巻
　

餓
〃
四
競
　
　
　
山
ハ
三
入

潅南束路潅

合蓮眞源潤泰海楚宿毫揚

言十　少ト1　少卜f　鎌蓄・i　少ト1　り・ト1　身1・1　少1・1　少ト1　少童・1　少卜1

和断鷹壽

ジLト1　 りし1・1　 ジ｝E塾1　

り
b
i
、
1

七
入
、
四
九
〇

　
三
三
、
九
四
四

　
三
二
、
〇
九
ニ

ムハ

黶
A
山
ハ
入
レ
～

　
一
入
、
六
七
〇

　
二
一
、
○
山
ハ
四

　
二
五
、
四
一
六

　
一
一
、
三
三
四

↓ハ

宦
A
山
ハ
一
四

　
七
、
七
入
七

三
五
一
、
〇
九
八

＝
三
二
、
二
二
四

五
〇
、
入
入
二

五
五
、
七
六
七

一
ご
二
、
↓
ハ
ニ
ニ

一■轟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＿ノへ

四二五四七七四八九一七六八六八

　
（
磨
）

　
（
康
）

　
（
塵
）

二
志
ハ
一
、
七
九
入

四　　　　　　　一
二　六一二ニー一二二九
二九二五八六七三六六六

も　　も　　も　　も　　も　　も　　も　　も　　も　　も　　も

三五入三六〇一一九〇四一
四三入四四七七七五九八
五〇〇三四〇一三五三六

七
三
、
三
七
入

ふハ

j
、
〇
七
二

五
一
ご
、
山
ハ
∴
ハ
五
一

二
山
ハ
、
九
九
入
一

＝
一
四

六　　　　　　　一一一
八三四四七入四六一二九六八五〇

（50）



南
、
，
西

路雨漸路

合高漣無黄光濠

　郵水：爲

言十　軍　軍　軍　 少珂　少珂　 少1・1　少1’1

威台温常明婆湖潤蘇越杭

少珂　 二二1　少珂　少卜1　り・甚・雪　少1・1　少珂　三夏　三タ・ト1　少ト1　少蓄・1

四［

�
A
九
二
山
パ

　
一
六
、
〇
五
一

一
二
山
ハ
、
○
ご
エ
ハ

三
三
、
二
七
三

五
ム
ハ
、
三
五
ム
ハ

　
ニ
、
九
五
六

五
〇
、
六
九
八

五
〇
二
、
二
九
一

一
二
〇
、
三
〇
三

二
七
、
五
七
七

五
五
、
二
〇
〇

一
七
、
一
九
一

四
五
、
五
三
五

三
一
、
四
八
二

一
七
、
山
ハ
山
ハ
四

二
一
『
三
〇
二

二
二
、
一
〇
四

二
八
、
一
二
八
山
ハ

＝
】
、
入
五
二

四九
七

入八二入九七入六五五八〇六五九三

圏1ゐ　　　　　　　一　4　 一両 @　　　一
ノ　　　　　ヘリ　　　　
○磨十六九四九四

め　　　 　　　 も　　 も　　つ　　も　　ヤ

○　　一六入一一
三　　六五七〇こ二
五　　二七二三八

一
七
三
、
入
＝
ご

山ハ

uハ

A
二
〇
・
七

七
七
、
〇
七
六

一ご

縺
A
五
〇
山
ハ

七
七
、
六
入
入

七
一
、
○
二
七

二
七
、
入
三
七

山ハ

l
、
九
山
ハ
｝
ご

四
一
、
入
九
入

四
五
、
二
入
山
ハ

ニ
レ
～
、
レ
翌
二
山
ハ

七三七四三
六
入

朱
代
商
税
考

錐
十
九
巻
　
第
四
掃
観
　
　
　
山
ハ
一
二
九

六八六一五九〇八入三五

（51）



朱
代
商
愚
考

合江秀睦衡

　　　陰

言1一　軍　 ♪卜1　タ・ト1　少1・i

　
一
九
、
○
入
一

　
一
六
、
九
四
三

　
三
三
、
六
六
四

　
四
、
二
七
二

四
七
五
、
五
五
六

七六八
一
〇
愛

嬢
＋
九
巻
第
四
號

　
　
四
四
、
レ
～
山
ハ
三

　
　
三
五
、
五
六
六

　
　
六
九
、
＝
四

　
　
　
（
塵
）

　
八
六
二
、
四
入
六 六

四
〇

江南東路，
縞

合廣南太信饒池江激宣江

蜜’＝3一徳康李

言十号　軍　少ト1　少珂　り・1・1　グ・卜1　タ・珂　少卜1　少；・1ノ痢F

吉度洪

ジし1噸　 ジ、i・1　

り
b
l
、
1

　
二
七
、
〇
六
二

　
”
エ
ハ
、
・
七
〇
九

　
一
三
、
五
三
七

　
二
九
、
一
四
七

　
一
↓
ハ
、
山
ハ
七
四

　
二
五
、
四
七
〇

四
四
、
二
六
一

一
二
、
四
｛
＝
・

　
二
↓
ハ
、
〇
七
五

　
一
｝
ご
、
○
○
志
ハ

ニ
四
三
、
三
六
二

三
九
、
〇
九
ニ

ニ
五
、
三
八
二

三
二
、
九
四
五

六　　　　　一
七二七こ入六〇六六九五七六一

　
五
七
、
二
三
入

　
四
二
、
四
五
四

　
二
五
、
九
五
四

　
四
山
ハ
、
一
四
二

　
ご
コ
ハ
、
山
田
四
一
ご

　
四
丁
、
四
七
｝

　
三
入
、
三
九
二

　
二
二
、
八
二
五

　
二
九
、
三
四
四

　
一
四
、
三
一
四

ご
エ
ハ
一
、
七
レ
～
七

四
八
、
七
四
一

五
一
、
ニ
ニ
九

五
〇
、
O
O
六

九六九

＝
一
三六　　　　　　　　 一

五二三三七入九五七〇六一・ O〇

（　5L）　）



南西路荊湖南路

合建臨南興箔撫裳

昌江安國

計軍刀軍軍州州州

合桂全郡榔永道衡潭

　　　陽

叢手　監　少ト1　り・卜1　少薯・！　少i・1グ・卜1　少1・1　身1・1

朱

代

二

郷江

陵

州府

エ
ノし

二九五五四四三二
も　　も　　ゐ　　も　　も　　も　　も　　も

七九三一五六六一
三二七〇六一〇三
二四〇入一五三二

三
九
、
一
四
三

入
、
七
二
七

　
三
、
三
五
三

　
三
、
九
七
三

　
三
、
一
〇
〇

　
一
『
山
ハ
〇
二

　
二
、
三
四
五

　
五
、
五
二
七

六
九
、
七
七
〇

五六
　s　　　l

四四
四六
五六

九二
．

三
　
二三五

　
二

五
〇七

　
一

　
一

三

　
一

三二二
二
〇入四

五一一一一一一一
〇四六五〇〇九四

セ　　も　　も　　も　　も　　ら　　も　　も

一七一一ニー六一
：六七三二〇三：・七四

七二〇〇九四入八

九
三
、
九
〇
七

ご
山
ハ
、
五
レ
亀
九

　
六
、
三
一
四

一
〇
、
〇
二
ご

一
入
、
二
九
〇

一
三
、
○
一
二

　
瞬
門
、
○
山
ハ
｝
二

　
五
、
八
〇
六

一
七
七
、
九
入
四

五

九三三三五三四四
｝
一六

　
一

三三三

　
一＝四

H

箭課
號＝ご＿一

　五四
六〇二四

入二

（53）



荊湖北路

宋
代
商
税
考

合荊漢復況辰蹄岳峡澄鼎安

　門陽

言」卜　軍　軍　少雪・！　少1・！　少1・！　少卜i　少卜1　少！・1　少卜1　り導｛　　少ト1

⑦

二四四七五七入
カ　　も　　も　　も　　へ　　も　　も

一一一 Z二こ1こ1
入二〇三四〇三
七〇四三三九〇

　
四
、
九
〇
七

一
四
、
九
入
三

＝
、
一
〇
六

＝
ご
「
、
〇
三
三

一・一一・ ﾜ四四五
六

〇二三二

第
十
九
巻
　
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
四
二

成都

嘉漢綿彰蜀眉成

都

り・蓄・1　少暫・｝　少珂　 少ト1　り・卜i　少卜1　ノ仔

入
九
九
、
三
〇
〇

一
二
七
、
｝
○
〇

一
二
九
、
九
一
〇

二
七
七
、
入
五
七

一
二
山
ハ
、
三
レ
～
五

一
七
〇
、
四
入
ム
ハ

一
　
一
山
ハ
、
一
二
一

　
七
、
三
五
八

　
入
、
七
七
五

一
六
、
二
〇
入

　
九
、
六
二
七

四
一
、
七
山
ハ
山
ハ

　
五
、
入
九
三

　
二
、
山
ハ
一
山
ハ

」　

A
一
ご
山
ハ
四

（
腰
）

．
（
磨
）

（
磨
）

一
七
入
、
一
九
九

入こ二二入九ニー

ー
レ
～
】
、
山
ハ
こ
一
…

三
八
、
入
三
四

七
四
、
六
入
二

十
占
ハ
、
三
二
一

山ハ

縺
A
四
七
一
ご

七
入
、
六
一
五

三
九
、
八
入
四

七一二入六四四、五
六
七三四九’一〇二〇

（　5‘1　）



府路梓州

合永陵二二二二黎

　　　康井

言f　軍　監　 少1・1　少H　少51　少1・1　少1・1　少！・1

二合二二二二二二二二

少珂　 り・1・1　少箸・1　二二　 ジ・ト1　ジ，1・1　り・｝・！　少ト1　少1・1　り・1・1

　
＝
一
四
、
〇
七
〇

　
二
一
、
三
一
八

　
一
二
二
、
○
ご
エ
ハ

　
　
一
、
四
〇
〇

e
ご
｝
九
、
　
五
〇

　
　
無
定
額

　
　
入
、
九
七
五

　
こ
〇
九
、
三
七
〇

二
、
四
∴
ハ
一
二
、
四
山
ハ
入

二
七
四
、
〇
四
六

二
入
○
、
⊥
ハ
レ
～
山
系

一
四
入
、
一
八
入

九
二
2
ハ
七
レ
～

山ハ

?
、
ご
…
二
一

五
一
、
〇
五
七

一
〇
三
、
二
四
五

一
＝
ご
、
二
九
三

一一

ｲ
レ
㌔
、
二
〇
ム
ハ

四
七
、
三
四
七

四一一一九
九

七五四六三入一一一二二

山ハ

l
、
｝
二
九
入

　
三
、
一
五
〇

一
二
山
ハ
、
〇
二
五

　
　
、
一
四
七

三
三
、
二
＝
こ

　
不
立
額

　
一
九
、
四
六
七

　
（
贋
）

七
｝
五
、
入
四
〇

三一一・一六一九二

七
一

三
代
商
税
考

第
＋
九
巻

　　　　 ね　 @　　　　　　　　バ　 コ　ム @　　　　エら

號藍喫緊茎茜璽
　六九三一三五八七四七
壺九七一〇六六九入七四

一
〇

二一一三ゴコ三一四

（　or5　．）



路利州路

網
代
零
種
考

合富廣漏出

順安安

計三軍軍州

　
五
『
二
二
一

　
一
入
一
、
四
入
髪

　
四
［
二
、
七
・
八
ふ
ハ

　
四
四
、
三
四
九

一
、
↓
ハ
ご
一
七
、
九
∩
）
○

7
三
．三一

六
四

第
十
九
轡
　
簾
四
二
　
　
六
四
四

合壁集三朧蓬興赤出三寸場面興

兀泉

言葺。　り・踊　り添1　募蒋…　少1・】　少1・1　玉茎・i　少縛　り・1・1　身ト1　タ・ト〔　少珂　少1・1　！府＝

　
四
二
山
ハ
、
一
四
六

　
一
ご
一
四
、
五
点
二
一
ご

　
七
五
、
〇
ニ
ニ

　
一
五
〇
、
一
山
ハ
五

　
一
〇
山
ハ
、
二
〇
四

　
三
七
、
一
〇
四

　
二
⊥
ハ
、
五
九
八

　
七
九
、
＝
二
〇

　
一
ご
○
、
山
ハ
五
【

　
　
一
山
ハ
、
二
九
二

　
＝
二
、
五
〇
〇

　
　
コ
、
入
二
七

　
二
五
、
レ
～
二
↓
バ

一
、
二
曲
○
．
九
二
入

四

入一七ニニー二六五七一入三三

O　 一二1一
八九八四五

も　　あ　　 も　　 ヘ　　 へ

三七ニー珊
二入五三六
七入六七三

　
一

三三

　
一

三
九

八
七
、
四
四
〇

　
四
入
、
九
三
入

　
二
山
ハ
、
八
ニ
ニ

　
ニ
山
ハ
、
ニ
ニ
九

　
五
三
、
〇
四
三

　
一
四
、
九
七
三

　
一
五
、
一
〇
七

三
五
、
四
七
三

　
六
、
入
〇
九

　
一
九
、
九
三
四

　
二
三
、
志
賀
○
○

　
（
壌
）

　
（
磨
）

一
二
山
ハ
一
ご
、
三
レ
～
五

三二四二四六七七四四五
四
八

（56）



出路土建

合大南梁雲鍮陪開萬忠施達黙三

朔岡山安

言一一　監　軍　軍　軍　 少縛　 少ト1　少F！　少i・1　少1・1　少舗　 till・1　少｝噸　少生

汀南

　　創

泉建稲

少卜｛　少！・1　りil・1　少1・1　三｝・卜1

＝
二
二
、
三
ご
＝

　
四
一
、
三
九
六

山八

縺
A
入
○
一
ご

六
〇
、
一
五
九

　
四
五
、
九
三
二

　
四
二
、
一
＝
一

　
ニ
コ
一
、
二
山
ハ
四

七
一
、
三
二
〇

　
四
八
、
三
六
五

　
四
｝
『
〇
七
一

　
六
、
七
四
二

　
　
（
未
遣
）

七
三
、
九
三
三

六
六
三
、
四
二
入

一二三六一六二王一七二七一

三
一
、
九
七
〇

二
四
、
入
六
三

二
一
、
四
〇
四

】
入
、
七
〇
九
・

δ
、
二
三
ご

四一　　一三三　一一　ニー三
〇二三こ二選九四七七八六一二五

も　　も　　も　　も　　も　　も　　し　　も　　も　　も　　も　　も　　へ　　や

九九四五五一八三〇九二三九四
五三四一三六入六七八九八二四
二九七七七一五入五ニニ五こ二二

入三九七二

四

三一三一二三五二二：五七五五二

朱
代
馬
観
考

第
十
九
巷

六
九
、
〇
七
一

五
〇
、
入
七
一

三
一
『
九
二
七

一ご

�
A
志
ハ
山
田
九

一
五
、
一
四
九

第
四
號
　
六
四
五

〇五二七五

（　or7　）



路

合興郡潭代
　　　　商
　化武’税
　　　　灘
北軍軍州

二
、
六
五
七

　
八
、
二
九
三

　
四
、
入
〇
五

＝
一
＝
、
九
三
；

七　　一一一4

0八三〇

第
十
九
巷
　
第
四
號

　
　
一
四
、
九
三
二

　
　
一
ム
ハ
、
○
ご
｝
七

　
　
ム
ハ
、
↓
ハ
一
二
入

　
二
三
九
、
三
四
四 六

四
六

廣南束路

梅恵英南南康新端封賀連潮循詔廣

雄恩

り・珂　少卜∫　少1・言　少1・1　り・卜蓄　ジ・卜1　少1・1　少裏・1　三｝・ト1　少卜1　少阿　二巴・1　り・1・1　タ・卜1　少卜1

二
七
、
〇
二
二

四
、
山
ハ
山
ハ
ニ

ニ
、
五
九
〇

一
〇
、
七
九
九

四
、
コ
五

二
、
四
三
〇

　
一
、
入
二
三

二
、
六
五
九

　
、
三
〇
一

五
、
〇
五
五

　
、
入
四
六

山ハ

A
〇
七
「
ご

入
、
二
〇
四

三
、
五
九
｝

一
、
〇
四
三

二四入六一一…六一一一三’・一一四五四三四

山ハ

?
、
↓
ハ
九
五

二
四
、
六
四
三

　
　
四
九

三
一
、
二
七
〇

七
、
七
＝
一

五
、
三
二
一

五
、
五
九
〇

「
九
、
七
六
七

　
｝
、
○
入
七

五
、
〇
七
一

七
、
二
九
六

一一

ｲ
、
一
ご
二
山
ハ

四
三
、
二
九
四

一
五
“
九
六
九

（
磨
）

入　一一・
ti．li．1．入七一四五’三二四四五三三六三三六七

（5S）



廣南

三春

計州

宋

代化横賓宜柳貴簿襲藤梧昭融象琶容桂
’商

考

　州州州州州グ・珂州州三州少卜i州州三州少1・1

　
、
四
二
六

入
一
、
山
ハ
一
ご
九

四
、
九
五
五

三
、
四
三
九

一
、
六
七
九

｝
、
三
七
三

　
、
二
六
七

一
、
九
六
一

二
、
○
二
一

一
、
一
ご
二
山
ハ

　
、
五
一
五

　
、
入
六
三

一
、
三
＝

一
、
入
○
八

四
、
二
七
入

【
、
＝
五

一
、
二
七
六

二
、
四
一
九

　
・
九

二
二五三四五九＝三＿＿＿三＿七＿五颪

四（
九壌
　I　　V

o
o

一
入

　
　
　
一
九
、
入
九
七

　
　
　
二
、
九
四
二

　
　
　
三
、
八
七
二

　
　
　
二
、
㍗
九
九
山
ハ
．

　
　
　
　
、
四
五
五

　
　
　
三
、
三
四
二

　
　
　
二
、
九
九
三

　
　
　
一
二
、
一
八
山
パ

　
　
　
　
一
、
二
四
八

　
　
　
　
一
、
三
八
三

　
　
　
二
、
＝
ご
入

　
　
　
ご
一
、
山
ハ
四
ご
｝

　
　
　
一
一
、
〇
九
四

　
　
　
二
、
四
〇
九

　
　
　
一
、
四
七
九

　
　
　
六
、
八
五
五

第
＋
九
雀
第
四
號
　
六
四
右

四二三六ニー一一一一一’四一三二五二五二

（．　or9　）



西路

宋
代
閥
税
考

高雷臼欽合賢蒙朱昌趣廉欝

林崖化

言卜　少卜1　少卜1　軍　軍　少卜i　ジ・卜1　少1・i　少ト1　ナ1寸　り・卜1　少ト1

⑧

四ニー一一一
へ　　　へ　　　も　　　へ　　　も　　　あ　　　も

二三一〇〇一三
ノkンk3fiここ二二，ヒ

入六五九九六一

　
　
、
二
〇
〇

　
　
、
七
九
九

　
　
、
三
二
〇

四
三
、
二
八
九

一五一一一こ二：六
〇

四ニー一

第
＋
九
巷

第
四
號
　
六
四
入

六
、
九
七
四

九
、
入
七
六

　
一
、
六
二
七

八
、
五
五
九

　
一
、
六
〇
九

二
、
七
〇
三

一
九
、
五
九
二

一山

n、

縺
Z
ご
｝

　
一
、
二
三
七

（
壌
）

（
慶
）

｝｝

ｲ
入
、
山
ハ
一
二

二
ご二

　
一

三三七

　
一

三

　
一

一
〇
入

（60）

　
右
の
表
は
各
路
商
業
の
中
心
、
通
商
線
、
重
要
都
市
の
分
布
並
に
華
墨
の
墾
遷
を
考
究
す
る
好
資
料
で
あ
っ
て
、
論

ず
べ
き
こ
と
が
多
3
あ
る
の
で
あ
ひ
が
、
今
は
一
切
割
愛
し
、
爾
漸
・
瀟
建
・
廣
南
等
三
四
路
の
重
要
州
府
に
於
け
る
煕

寧
十
年
の
商
税
額
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
遣
か
う
。
爾
漸
路
で
は
、
杭
州
が
一
七
三
、
入
＝
こ
貫
、
蘇
州
が
七
七
、
〇

七
六
貫
、
常
州
が
六
四
、
九
六
三
貫
、
秀
州
が
六
九
、
…
一
四
貫
、
湖
州
が
七
七
、
受
入
八
貫
で
あ
る
。
此
等
は
い
つ
れ

も
江
南
蓮
河
に
沿
う
た
一
旦
で
あ
る
。
湖
州
は
江
南
河
の
本
流
に
沿
ジ
て
居
な
い
け
れ
ど
も
、
運
河
に
依
っ
て
之
を
連



絡
し
て
居
る
。
此
の
地
方
は
地
味
肥
沃
、
物
資
豊
富
で
あ
る
が
上
に
、
内
に
は
運
河
を
帯
び
、
外
は
海
に
臨
み
、
交
通

が
極
め
て
便
利
で
、
爾
漸
地
方
に
於
け
る
農
工
商
業
の
中
心
で
あ
り
、
同
時
に
支
那
産
業
の
中
心
と
い
ふ
べ
き
地
域
で

あ
っ
て
、
商
品
の
多
い
の
も
誠
に
當
然
で
あ
る
。
樹
ほ
越
州
が
六
六
、
二
〇
七
貫
、
器
質
が
四
五
、
二
入
六
貫
、
温
州
が

四
～
、
入
歯
入
貫
で
あ
り
、
福
建
路
の
驕
州
が
六
九
、
〇
七
「
貫
、
泉
州
が
三
三
、
九
二
七
貫
で
あ
り
、
廣
南
東
路
の
廣

州
が
六
八
、
六
九
五
貫
、
潮
州
が
三
一
、
二
七
〇
貫
で
あ
る
。
か
く
、
沿
岸
都
市
の
商
視
が
著
し
く
増
加
し
た
の
は
南
方

に
於
け
る
海
路
遮
商
が
一
段
と
楼
達
し
た
結
果
で
あ
ら
う
。
杭
州
の
黒
垂
が
一
七
三
、
八
一
三
貫
と
い
ふ
類
稀
れ
な
る

互
額
に
逡
し
た
の
も
、
運
河
の
南
端
に
在
っ
て
海
に
臨
み
、
運
河
と
海
と
を
連
絡
し
、
南
は
廣
州
地
方
よ
り
北
は
長
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

に
達
す
る
一
大
交
通
系
統
の
中
心
で
あ
っ
た
畏
め
で
あ
ら
う
。
秀
州
の
商
税
の
増
加
も
管
内
に
於
け
る
華
亭
縣
及
び
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㏄

龍
浦
の
商
港
と
し
て
の
楼
達
に
因
る
こ
と
は
、
會
要
の
原
質
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
一
秀
州
、
　
沿
中
里
…
露
ず
十
年
O
在
城
〇
　
二
“
縄
七
千
四
｝
日
五
十
二
雷
至
登
臼
四
十
文
。
諜
エ
昂
城
～
〇
　
一
弗
禺
雷
獣
百
一
・
十
入
書
ハ
↓
ハ
百

　
　
。
。
。
曜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。
。

　
　
レ
～
十
一
・
文
Q
十
一
購
皿
縣
。
　
｝
ご
一
†
↓
ハ
百
↓
ハ
十
雷
ハ
一
一
白
山
ハ
心
入
文
。
黒
ボ
描
画
縣
〇
四
千
七
十
八
晶
晶
二
百
山
ハ
十
文
Q
嵐
円
田
鎭
。

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
む
　
　
む
　
り
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　

　
　
一
萬
五
千
入
百
七
十
九
貫
四
百
三
文
。
魏
塘
場
。
二
百
入
十
入
貫
四
百
七
十
丈
。
金
山
場
。
七
百
一
十
二
貫
二
十

　
　
一
文
。
贋
陽
子
9
九
百
三
十
七
貫
八
百
二
十
五
文
。
澱
浦
場
Q
　
…
千
八
百
一
十
九
貫
四
百
七
十
六
文
。

と
あ
る
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
。
明
州
の
商
税
の
多
く
な
い
の
は
、
越
州
及
び
華
亭
青
濾
に
繁
華
を
分
ち
奪
は
れ
た
爲
め

で
あ
ら
う
。
又
賊
難
束
路
の
呼
気
莱
州
の
商
税
激
増
は
逡
・
高
麗
及
び
南
方
爾
漸
以
南
と
の
海
上
交
通
の
獲
展
に
因
る

　
　
　
　
宋
代
商
挽
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
四
貌
　
　
六
四
九



　
　
　
　
宋
代
商
税
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簗
十
九
巷
第
四
號
　
六
五
〇

と
解
す
べ
く
、
從
っ
て
京
車
東
路
の
商
税
総
額
に
つ
い
て
述
べ
た
私
の
言
葉
に
裏
書
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
ら
う
。
潅

南
東
路
の
甲
州
の
税
額
が
｝
…
三
、
九
七
三
貫
と
い
ふ
互
大
な
単
字
で
あ
る
の
は
、
此
の
地
が
藩
論
・
潅
水
・
山
陽
濱
の

接
合
黙
に
近
く
、
運
河
交
通
の
三
軸
た
る
に
因
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
煕
寧
以
後
に
於
け
る
全
國
各
路
の
商
税
統
計
は
傳
へ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
。
惟
だ
南
宋
の
州
縣
志
に
、
　
州
一
懸
の
商
税

額
を
掲
ザ
て
居
る
も
の
が
間
々
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
此
等
を
拾
ひ
集
め
て
部
分
的
な
が
ら
煕
寧
の
数
宇
と
比
較
し
て
見

る
一
、
｝
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
他
の
機
會
に
譲
る
。

四
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商
税
は
右
の
關
市
の
税
で
あ
る
と
云
は
れ
て
居
る
が
、
い
は
ゆ
る
關
市
の
税
は
三
つ
に
分
つ
こ
と
が
出
來
る
。
　
一
つ

は
關
梁
を
通
過
す
る
思
差
に
課
す
る
税
で
あ
る
。
一
つ
は
入
市
税
で
あ
る
。
今
】
つ
は
市
筆
記
で
あ
っ
て
、
市
に
店
舖

を
有
す
る
商
人
に
課
す
ろ
税
で
あ
る
。
閣
梁
三
七
の
税
は
、
澆
季
の
風
と
し
て
、
唐
の
中
葉
以
前
ま
で
は
勉
め
て
避
け
ら

れ
だ
も
の
、
入
市
税
は
後
輩
後
周
の
頃
に
行
は
れ
、
つ
い
で
罷
め
ら
れ
淀
も
の
で
あ
る
。
市
籍
は
秦
漢
以
來
、
唐
ま
で

存
し
た
も
の
で
、
自
孔
六
帖
誰
入
商
頁
の
部
に
も
、

　
　
　
　
　
む

　
　
有
市
籍
不
得
官
。
父
糠
大
父
舞
有
市
籍
者
。
亦
不
得
官
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
o
o

と
あ
り
、
劉
禺
錫
の
槻
市
の
文
に
も
、
群
籍
の
語
が
見
え
て
居
る
。
漢
代
、
群
籍
あ
る
も
の
か
ら
租
税
を
徴
し
た
こ
と



は
、
漢
書
燈
五
何
武
傳
に
市
籍
租
の
こ
と
が
あ
る
に
依
っ
て
胆
で
あ
る
が
、
階
唐
時
代
に
於
い
て
も
左
標
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
陪
書
蜷
六
奪
糧
に
、

　
　
郵
公
蘇
威
。
以
臨
道
店
含
。
乃
求
利
之
徒
。
事
業
蕪
雑
Q
非
糞
壷
之
義
。
途
奏
課
租
。
約
遣
蹄
農
。
有
願
依
蕾
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
所
在
州
縣
。
録
附
市
籍
。
勿
撤
殿
奮
店
Q
並
倉
遠
滋
盲
暦
時
日
。
正
値
冬
寒
。
莫
敢
陳
訴
。
導
因
別
使
総
崩
如
此
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
パ
リ
　
　
　
　
　
　

　
　
以
爲
四
民
有
業
。
各
附
重
安
。
雷
族
之
輿
旗
亭
。
膚
古
塁
同
一
。
薫
製
附
市
籍
。
心
理
不
可
。
且
行
旋
欝
血
依
託
。

　
　
豊
容
N
朝
而
磨
、
徒
爲
勢
擾
。
為
事
非
宜
。
途
専
決
之
。
並
倉
依
蕪
。
云
云
。

と
云
ひ
、
遊
魚
を
書
籍
に
附
し
、
そ
の
負
謄
を
重
う
す
る
こ
と
の
不
可
を
述
べ
だ
の
に
依
っ
て
窺
は
れ
る
。
謂
ふ
に
秦
漢

暴
唐
の
峯
ま
蓬
霧
の
・
あ
に
課
せ
ら
れ
・
親
尋
人
の
公
的
舞
の
里
諺
な
・
も
の
で
あ
っ
た
働

で
あ
ら
う
。
而
し
て
唐
の
中
葉
以
後
に
至
っ
て
、
諸
滋
津
要
の
地
に
於
い
て
通
過
の
物
貨
に
課
税
す
る
の
制
が
起
）
、

叉
其
の
壷
買
に
些
し
て
も
課
税
す
る
こ
と
、
懸
り
、
宋
に
及
ん
で
途
に
過
税
住
税
の
制
度
が
確
立
し
、
一
。
つ
の
重
要
な

る
財
源
と
鳴
り
、
同
時
に
市
籍
の
税
は
磨
滅
に
曝
し
た
や
う
で
あ
る
。
唐
の
宇
ば
過
ぎ
か
ら
五
代
北
宋
へ
か
け
て
、
市

の
制
度
、
印
悔
商
業
を
市
と
い
ふ
限
ら
れ
た
匠
域
に
於
い
て
行
は
し
め
る
制
度
は
次
第
に
崩
壊
し
了
り
、
商
人
の
活
動

は
頗
膚
由
と
爲
り
、
澗
∵
時
に
商
業
は
旺
盛
に
赴
い
た
。
過
税
紐
帯
の
制
度
は
古
の
關
梁
の
税
の
系
統
に
立
つ
も
の
で
は

あ
る
が
、
此
の
新
し
き
形
勢
に
育
ま
れ
て
成
立
し
且
つ
登
達
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
Q

　
　
附
言
。
商
税
の
制
度
匹
か
な
り
複
雑
で
、
本
篇
に
蓮
べ
乳
と
こ
ろ
に
其
の
大
綱
に
過
ぎ
な
い
。
他
日
夏
に
一
篇
た
も
の
し
本
論
に
於
い
て
蓮
べ
漏
ら
し

　
　
　
　
宋
代
商
冊
㌍
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
第
十
九
谷
　
　
第
四
號
　
　
　
山
師
五
一



　
　
　
　
　
宋
代
海
税
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
九
巷
策
凶
號
　
六
五
二

　
六
纂
項
た
補
ひ
索
い
と
思
ふ
。

設
①
遅
引
の
こ
と
ほ
、
宋
會
要
、
食
貨
＋
七
、
商
税
二
、
醜
語
五
年
九
鍔
の
際
、
大
猟
群
符
二
年
六
月
の
條
、
天
妻
黒
煙
七
月
及
び
七
年
二
月
の
殺

　
　
　
政
和
八
年
八
月
十
七
田
の
臣
僚
の
上
言
、
圭
冠
十
五
年
九
月
二
十
七
日
の
戸
菰
，
の
雷
等
に
依
っ
て
知
ら
れ
ろ
。

　
②
　
東
洋
駆
虫
の
藏
に
か
・
る
徐
松
蝉
宋
墨
田
の
抄
本
な
指
す
。
此
の
抄
本
に
に
誤
寧
が
少
く
な
い
。
引
用
の
際
、
何
字
の
談
り
で
あ
る
か
が
明
白
な
も

　
　
　
の
に
訂
正
し
馬
さ
う
で
な
い
も
の
に
大
抵
其
の
儘
と
し
乗
。

　
③
宋
會
嬰
食
貨
十
七
、
商
十
三
な
指
す
。
以
下
輩
に
朱
野
江
と
い
ふ
の
ば
食
貨
十
七
と
知
ら
れ
六
い
。
食
貨
十
五
・
十
六
・
十
七
が
商
税
の
部
で
、
十

　
　
　
五
。
十
六
に
に
商
競
統
計
が
掲
げ
ら
れ
、
十
七
に
ば
商
税
に
關
す
る
事
例
が
牧
め
ら
れ
て
膚
ろ
◎

　
④
東
洋
交
塵
藏
抄
本
に
に
視
銭
の
下
に
「
從
之
」
の
二
字
が
あ
ろ
が
、
明
に
窟
入
で
あ
る
か
ら
、
之
を
制
除
し
六
Q

　
⑤
常
暗
、
開
封
府
の
照
準
ぼ
二
十
三
で
あ
っ
カ
が
、
内
二
縣
ほ
附
郭
で
あ
ろ
か
ら
除
外
し
れ
の
で
あ
る
Q
附
郭
ほ
即
ち
府
治
で
、
そ
こ
に
は
府
治
と
し

　
　
　
て
の
視
務
が
既
か
れ
六
の
で
あ
る
Q

　
⑥
⑦
⑧
　
宋
會
要
食
貨
十
五
十
六
の
原
文
に
、
徳
順
軍
・
影
壁
・
呂
化
軍
の
照
照
奮
額
ば
墨
げ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
Q
其
の
理
由
に
詳
で
な
い
。

⑨
劉
禺
錫
の
槻
市
の
丈
に
、
文
苑
英
華
巷
三
百
七
＋
八
に
見
え
て
居
ろ
。

（　6iA　）


